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令 和 元 年 第 ４ 回 定 例 会 

斑 鳩 町 議 会 会 議 録 

令 和 元 年 ６ 月 ６ 日 

午 前 ９ 時  開 議 

於  斑 鳩 町 議 会 議 場 

 
 

１，出席議員（１３名） 

１番  溝 部 真紀子         ２番  齋 藤 文 夫 

３番  中 川 靖 広         ４番  小 城 世 督 

５番  伴   吉 晴         ６番  大 森 恒太朗 

７番  嶋 田 善 行         ８番  井 上 卓 也 

     ９番  横 田 敏 文        １０番  坂 口   徹 

    １１番  濱   眞理子        １２番  木 澤 正 男 

    １３番  奥 村 容 子 

 
 

１，出席した議会事務局職員  

議会事務局長   佐 谷 容 子    係    長   岡 田  光 代 

 
 

１，地方自治法第１２１条による出席者    

町 長  中  西 和 夫    副 町 長  乾   善 亮 

教 育 長  藤  原 伸 宏    総 務 部 長   巻  昭 男 

総 務 課 長  仲  村 佳 真    まちづくり政策課長  本 庄  徳 光    

財 政 課 長  福  居 哲 也    税 務 課 長  真 弓    啓     

住民生活部長   加 藤 惠 三    福祉子ども課長  中 尾 歩 美    

長寿福祉課長   中 原   潤    国保医療課長  猪 川  恭 弘    

健康対策課長  北    典 子    環境対策課長  東 浦  寿 也    

住 民 課 長  関  口   修    都市建設部長  植 村  俊 彦        

建設農林課長  手  塚   仁    都市整備課長  松 岡  洋 右    

上下水道課長   上 田 俊 雄    会 計 管 理 者  黒 﨑 益 範    

教委総務課長   安 藤 晴 康    生涯学習課長  栗 本 公 生    

生涯学習課参事  平  田 政 彦 
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１，議事日程  

日 程 １． 一般質問 

〔１〕３番 中川議員  

１．保育園、幼稚園、小学校が通園や通学、散歩に使う道路の安全性について  

（１）警察、教育委員会が連携し、安全性に問題がないか総点検を行われると  

いうことですが、当町での状況をお尋ねします。  

（２）町の考え方と今後の対策についてお尋ねします。  

（３）町道１０１号線の安全対策についてお尋ねします。  

（４）中宮寺前バス停の東側で開発され、住宅ができているが、この住宅から  

幼稚園、小学校等に通園や通学をする経路をお尋ねします。  

〔２〕１番 溝部議員  

１．部活動のあり方について  

（１）運動・文化部活動の方針及び活動計画について。  

（２）部活動指導員の活用について。  

（３）生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備について。  

（体育協会や元気クラブいかるがとの連携について）  

２．健康増進計画について  

（１）人生１００年時代に向けて、健康を維持、増進することがますます大切  

になることから、まずは斑鳩町のこれまでの取り組みについて。  

（２）これまでの取り組みにより、健康寿命は毎年延伸するなど一定の効果が

みられています。一方、平均要介護期間の伸びや健康指標の改善状況等に

は課題があり、さらなる取り組みが必要と考えることから、これまでの事

業をどのように改善し、新たな数値目標をどのように達成するのか。  

３．通学路における交通安全の確保について  

（１）通学路安全プログラムについて。  

（２）いかるがパークウェイ開通による通学路の影響について。  

（３）服部、興留地区を通り抜ける車の増加による安全対策について  

〔３〕１２番 木澤議員 

１．西和医療センターについて  

（１）県が進めようとしている移転・建て替え計画について町は内容等につい  

て把握しているか。  
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（２）病児保育がスタートするが、影響等はないのか。  

（３）移転・建て替えに伴う規模縮小等はやめてほしいという声が住民から寄  

せられているが、町として県に対忚を求めていくべきではないか。  

２．障がい者団体への仕事の発注等、就労支援の取り組みについて  

（１）障がい者団体への仕事の発注等、就労支援の取り組みに対する町の認識  

と現在の取り組み状況について。  

（２）町内の障がい者団体から更なる取り組みの充实・強化を求める声がある 

が、今後の対忚についてどのように考えているか。  

３．ゼロ・ウェイスト宠言に基づく今後の取り組みについて  

（１）２０２７年（平成３９年）までに、ごみを燃やさない、埋め立てない町  

を本気で目指すための取り組みとして、年次計画はあるのか。また、目

標達成に向けての進捗状況はどうなっているか。  

（２）事業系ごみの削減に対する町の見解と取り組み状況について。  

４．国民健康保険について  

（１）国民健康保険税の計算方法である平等割、均等割りの考え方と他の健康  

保険の保険料（税）の計算方法との違いについて。  

（２）子育て世代への負担軽減策として均等割りを軽減している自治体がある  

が、当町でも同様の取り組みが出来ないか。 

〔４〕１３番 奥村議員 

１．登下校見守りボランティアについて  

（１）登下校見守りボランティアの現状と今後について。  

２．高齢社会での期日前投票のあり方について  

（１）山間地域や出かけることが困難な方への投票参加への取り組みについて。  

３．聖徳太子１４００年御遠忌について  

（１）町としての取り組みについて。  

（２）住民参加で一体感を醸成するための事業实施について。  

〔５〕８番 井上議員  

１．斑鳩町での災害時、水害時の避難所について  

（１）一昨年に大型台風が３つも奈良県に上陸したが、一昨年の大型台風２１  

号等の避難場所について。  

      ①避難状況について。  
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      ②駐車場等の状況について。  

③避難所運営マニュアルについて。 

２．平成３１年４月にいかるがパークウェイで起きた死亡事故について  

（１）以前から近隣自治会からも出ている信号機設置について斑鳩町はどのよ  

うに考えているのか。  

〔６〕１１番 濱議員  

１．生活保護受給者への支援について   

（１）斑鳩町の現況と動向について。  

①医療費扶助と移送費について。    

②保護費の受け取り、医療券の受け取りについて。  

③制度の周知、きめ細かい説明实施について。 

④手続きの簡素化について。  

２．ごみ分別収集の促進について  

（１）自治会との協力について。  

①自治会未加入住民のごみ出しについて。  

②搬出時間・収集時間について。  

３．学校給食の無償化を視野に入れた支援計画を  

（１）子育て支援の充实のために無償化を目標とした年次計画の策定を。  

〔７〕２番 齋藤議員  

１．町道の安全対策について  

（１）町道は道路幅が狭く歩行者や自転車が怖くて通りにくいところがありま  

す。安全対策についてどのようにお考えかお尋ねします。  

（２）国道２５号線のバイパス一部開通により町道の交通量が変わってきてい  

ます。ドライバーに制限速度の認識や注意喚起していただくため、交通量

が多いところや危険と思われるところには、積極的に制限速度の速度規制

標識を立てることや、路面に制限速度を表示するなどお考えがあるかお尋

ねします。あわせて、歩行者や自転車が安全・安心して通行できるよう歩

行者や自転車が通行する部分へのラインや歩行者や自転車が通る路面をカ

ラー化するなどの対策を検討するお考えがあるかお尋ねします。  
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〔８〕５番 伴議員  

１．町立幼稚園の運営について  

（１）今から３０年、２０年、１０年前と現在の園児数の推移を伺う。  

（２）５月１０日に国で成立した３歳から５歳までの幼保無償化について、町  

立幼稚園の影響を伺う。  

（３）今後の町立幼稚園の運営方針について伺う。  

〔９〕４番 小城議員  

１．公共施設におけるツバメの巣の取り扱いについて  

（１）昭和２５年に５月１０日から同月１６日まで愛鳥週間になっています。  

住民の方がいかるがホールでツバメの巣をできかけては撤去している様子  

が目撃されています。町章がまだら鳩や、イカルという鳥が町の鳥と、鳥  

とのつながりの多い町だけに今後の町としての町施設での野鳥保護に関す  

る見解をお聞かせください。  

２．民間の造成による橋梁工事の施工時期や安全管理について  

（１）４月から県道天理斑鳩線の阿波２丁目１１付近（敬真社前）の造成に伴  

う橋梁の工事が行われています。片側通行になり簡易の信号機が設置され  

ていましたが、停止位置等非常にわかりづらく、また通勤時間帯など交通  

量の多い地域であるにも関わらず、ガードマン等の配置も町の指導があっ  

てからだと聞いています。工事開始前に町と協議し安全確認等が出来たの  

ではないかと考えます。今後の町としての対策をお聞かせください。  

３．投票率について １８歳、１９歳の投票率について  また斑鳩町の投票率

の低下に対する今後の取り組み  

（１）選挙権の年齢引き下げが２０１６年（平成２８年）６月１９日に施行さ

れ、同年６月２２日から適用されました。斑鳩町の１８歳及び１９歳の投

票率は全国平均と比較してどのような状況になっていますか。  

（２）斑鳩町は、投票率向上に向けどのような取り組みを行っていますか。ま

た投票所の区割りや期日前の場所等の見直しの計画はありますか。  

 
 

１，本日の会議に付した事件  

議事日程に同じ  
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（午前９時００分  開議） 

○議長（坂口徹君） おはようございます。  

ただいまの出席議員は１３名で、全員出席であります。  

これより、本会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、一般質問であります。  

あらかじめ定めた順序に従い、質問をお受けいたします。  

はじめに、３番、中川議員の一般質問をお受けいたします。  

３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） おはようございます。議長の許可を得ましたので通告書に基づき

まして私の一般質問をさせていただきます。  

５月の９日付で荒井知事が、「子どもの安全を守るために改めて交通安全確認をし、

対策を講じるように」という通知を各市町村に出されたということでありますので、そ

れを前提に１点目の質問からさせていただきます。  

①警察、教育委員会が連携し、安全性に問題がないか総点検を行われるということで

すが、当町での状況をお尋ねいたします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） それではお答えさせていただきます。まずですね、滋賀県大津

市におきまして散歩中の保育園児２名が交通事故の犠牲になるという大変痛ましい事故

もございました。また、神奈川県の川崎市におきましては通学用のスクールバスに乗車

しようとしていた小学生が不審者に刃物で襲われ死傷するという事件も起こっておりま

す。こうしたことを受けまして、先ほど質問者がおっしゃいましたように、奈良県にお

きましては知事さんが「安全対策を講じる」ということを表明されまして、昨日でござ

いますけれども、奈良県教育委員会では各市町村を対象に中学校、小学校、幼稚園、保

育所等における通学路や散歩で通るお出かけ通路等に対し安全対策を図ることを目的と

して説明会が開催をされたところでございます。  

その内容でございますが、まず、第１段階の緊急対策といたしまして、奈良県警が抽

出をいたしました通学路上で子どもが対象となる事故が発生した信号・交差点等につき

まして、所轄の警察、道路管理者、市町村教育委員会、各学校による緊急合同点検が实

施をされることとなっております。この緊急合同点検につきましては、斑鳩町には該当

箇所はないというふうにお聞きをしております。  

次に、第２段階といたしまして、各学校、幼稚園等が地図上に通学路、集団登校の際
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の集合場所、その経路上に危険と思われる箇所を書き込む通学路等のマップを作成をい

たしまして、本月の２８日までに県教育委員会に提出することとなっております。そし

て、県教育委員会からマップの提供を受けました県の警察は、その経路上で過去に発生

をいたしました子どもが絡む交通事故とその通学路等マップの危険と思われる箇所との

重複する箇所を抽出をされます。  

そして第３段階としまして、例年实施をしております通学路安全点検で第２段階で作

成をいたしました通学路等マップ及び県警察が抽出いたしました危険箇所の合同点検を

实施をすることとなっています。 

本町といたしましても、この手順に従い通学路等における合同点検を实施してまいり

たいと考えております。 

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） 今の時点では奈良県警が第１段階ということで点検をされたとい

うことなんですが、まだ第２段階、第３段階と、当町が独自に行う調査はしておられま

せんのでね、この②の町の考え方と対策についてということをまだこの場ではお聞きし

にくいというふうに思いますので。ご家族にとっても大事なお子さんですし、皆、ボラ

ンティアの見守り隊の方も大変ご苦労されております。町といたしましても、この大事

な子どもさん、将来の斑鳩町を担う子どもさんを守るために、道路の新設や交通安全対

策は必要やと思いますが、その点について、②として町長のお考えはどのような考えを

持たれてるでしょうか。 

○議長（坂口徹君） 中西町長。 

○町長（中西和夫君） 今、議員が言われるように子どもさんというのはやはり町にとっ

て宝物でございます。そういう観点からでも言いますと、やはりそういう整備は進めて

いかないとならないということで、今、子どもたちのその安全を図るために防犯カメラ

の設置、またグリーンベルト等の設置という形で予算の限度はございますけども、その

中で取り組みを進めていくところでございまして、随時その辺については教育委員会等

とも協議をしながら事業を進めていきたいというふうに考えているところでございます。  

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） 町の考え方ということで町長のご意見をお聞かせできましたので、

②についてはこれで置いときます。  

次、３点目の町道１０１号線の安全対策についてお尋ねします。ということですが、

この猫坂から役場西詰までですかね、役場の東側、並松商店街の通りについてはもう時
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間規制がなされて通学の時間帯には車が通らないという状況ですが、この龍田の通りに

ついてはかなりの車が、法隆寺線の信号も開通したこともあるのかわかりませんが２５

号線の渋滞を避けるために龍田本通りというんですか、１０１号線に進入してくる車が

多いというふうな意見も聞いておりますし、私も实際、目にしております。かなりのス

ピードで２５号線よりも早く通り抜けたい、自分が並んでいるよりも通り抜けに入ると

いうことはですね、早くその前に行かないと、その方にとっては意味がないからスピー

ドを上げて通過される方もおいでになりますし、その点について、安全対策としてどの

ようなことが町としてはできるか、お尋ねをしておきたいと思います。  

○議長（坂口徹君） 植村都市建設部長。 

○都市建設部長（植村俊彦君） 本町の役場单西側より龍田、猫坂の間の町道１０１号線

につきましては、議員もおっしゃいましたように通学時間帯に国道２５号の渋滞に伴い

車両の進入が増加し、中にはかなりの速度で通過していく車両があるという状況である

ことは町といたしましても認識をしているところでございます。  

こういったことから安全対策につきましては、「通学路、スピード落とせ」の看板や

「通学路につき７時３０分から８時３０分までの車両通り抜けご遠慮ください」の注意

喚起の看板、あるいは「飛び出し注意」「園児注意」の路面標示などを行いながら安全

対策に努めているところでございます。  

しかし、５月８日の大津市の県道交差点で車同士が衝突し巻き込まれた保育園児らが

死傷した事故により、一層の安全対策のご要望を地元のボランティアの方や交通安全協

会などからもいただいているところでございまして、今後はより効果的なドライバーへ

の注意喚起、啓発活動を行うとともに、猫坂への警察官の立哨や速度規制なども含めた

警察や関係機関との協議を重ねながら安全対策を行ってまいりたいと考えております。  

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） すみません、ありがとうございます。７時半から８時半まで通り

抜けをご遠慮いただきたいという看板の設置についてですが、約１５年前に、私がその

時間規制をしていただきたい、子どもを守るために時間規制をしていただきたいという

ことから始まって、町も熱心に動いていただいてですね、各自治会長に説明をしていた

だいて、その中で、沿道自治会の中で同意を得られない自治会があったもんでその時間

規制については实現しなかったという経緯がございます。今はね、各地でいろいろな悲

惨な事故が、園児を巻き込む事故が多発しておりますので、沿道自治会の方々の認識も

尐しは変わってるのではないかなと私自身も思いますし、また、その時間規制について
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は、その自治会長さん、各自治会のご協力や、いろいろなクリアしなければならない問

題があるとは思いますが、その点についても再度また警察と協議しながら進めていただ

きたい。また、速度規制についても同時にですね、協議をしていただきたいと、そのよ

うに思いますのでよろしくお願いいたします。  

次、４点目ですが中宮寺前バス停の東側で開発された住宅、１６戸の住宅が開発され

ておりますが、この住宅から幼稚園、小学校に通園・通学するにはどのような経路で通

学をされているのか、お尋ねをいたします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） お尋ねの住宅でございますけれども、国道２５号王寺方面行の

中宮寺前バス停の東側に位置しておりまして、この住宅につきましては斑鳩東小学校及

び斑鳩東幼稚園の通学、通園区域となっているところでございます。  

まず、児童の通学につきましては、一旦、学区の集合場所に集まりまして、その集合

場所から学校に通学路を通学するということとなっております。ご質問の当該住宅の児

童の斑鳩東小学校への通学経路でございますけれども、住宅单側の町道３０１号線付近

が学区の集合場所となっておりますので、各児童の自宅からこの集合場所までは当該住

宅の单側の個人所有の通路を单下しまして集合場所に集まっているという状況でござい

ます。そして、集合した後に東向きに通行いたしまして、斑鳩東小学校に通学している

というところでございます。なお、他の経路といたしまして、国道２５号を迂回するこ

とも考えられますけども、現在の経路が最短であること、国道２５号の交通量が多いこ

となどから、そうした経路を通っておられるということでございます。  

また、斑鳩東幼稚園への通園経路も同様でございますけれども、徒歩等で通園をされ

る方につきましては住宅单側の個人所有の通路を单下いたしまして、町道３０１号線を

東向きに通行し、斑鳩東小学校西側を通って通園することとなっております。  

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） 今、現状は個人所有の通路を单下し集合場所へ行っておられると

いうことですがね、この個人所有地というのは、いつまでもそのまま通らせてもらえる

かと、そういうことではないと思うんですよ。開発される可能性もありますし、宅地利

用されたらそこを通られないようになったら、今、教育長おっしゃるように国道２５号

を小学生が歩く、幼稚園児を父兄の方、ご家族が送迎するというような危険なところを

通って送迎する、通学するということになってしまいますので、今現状、单側は宅地利

用されておりませんのでね、今の間にそういうとこ、３０１号線へ通ずる道路を整備し



- 10 - 

 

たら最も安全な通学経路になるのかなと、私はそのように思いますし、１６軒分の町民

税、固定資産税、都市計画税、新たに入ってるわけですので、その辺をやっぱり行政と

しては努力するべきではないかと思いますが、この点については町長どうですやろ。  

○議長（坂口徹君） 中西町長。  

○町長（中西和夫君） 今、言っておられる場所でございますけども、確かに子どもたち

というのは今の水路沿いの通路ですね、水路沿いというのは、その部分は一忚管理用の

道路という形でですね、水路の管理用道路という形で残っております。その部分を一部

利用して单へ单下してるというような状況でございますけども、確かにそういう関係で

通学路の整備というのは重要なことになってくると思います。ただ、町といたしまして

もいろいろな面で各自治会のほうからですね、道路の改修等いろいろ要望が上がってき

ておるわけでございます。その中で、財政の厳しい中で、順次その辺の整備を進めなが

らやってきてるわけでございまして、今の段階でその自治会といいますか、その地域か

らも、その整備というような形での要望も上がってないところでございますので、今の

段階ではちょっとその事業のほうはもう尐し後になっていくといいますか、考えていな

いというような状況でございます。  

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） 直接その地域から町に要望あがってないのかわかりませんけどね、

ご家族の方はそういう、いつも気を遣いながら民地を頭を下げながら通らせていただい

ているという思いの方がたくさんおられますのでね、また、町長がおっしゃるように地

域からの要望があったら順次、先行順位は、そらつくんだろうですが、そういう考えを

持っていただけるのか、その辺はどうですやろ。  

○議長（坂口徹君） 中西町長。  

○町長（中西和夫君） 言われてますように、順次その辺の整備はしていかなければなら

ないということは事实でございます。ただ、その現地等も見ながらですね、どういう方

法が一番ベターなのか、その辺もやっぱり検討していかなければなりませんので、今、

整備していかなければならないところを順次追っていく中で、またその都度、それも含

め考えていけたらというふうに思ってます。  

○議長（坂口徹君） ３番、中川議員。  

○３番（中川靖広君） 先ほど、おっしゃった３０１号線ですか、それも拡幅するという

ことで計画され、土地利用されて一部拡幅されておりますが、それに合わせてね、並行

して整備していただいたらより一層よくなるのではないかなと、そのように思います。  
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これは要望して終わっておきます。  

これで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） 以上で、３番、中川議員の一般質問は終わりました。  

続いて、１番、溝部議員の一般質問をお受けいたします。  

１番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） 皆様、おはようございます。  

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして初めての一般質問をさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

これまでも部活動指導員の導入について、議会でも一般質問が行われてきた経緯もご

ざいましたが、法的な位置づけや制度の理解が得られず、日本の教育現場ではまだまだ

導入されておりません。最近、ようやくガイドラインなども策定され、制度の活用に対

する機運が高まってきたように感じております。 

そこで、まずは運動・文化部活動の方針及び活動計画の策定について、２０１７年に

部活動指導員が学校教員として位置づけられ、大会などに部活動指導員の引率が可能と

なり、２０１８年にはスポーツ庁において運動部活のあり方に関する総合的なガイドラ

インが策定され、斑鳩町も運動・文化部活動の方針及び活動計画を策定する必要がある

と思いますが、その策定状況はいかがでしょうか。また、公表する必要もあったと思い

ますが、どのような状況かお伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） まず、学校におけますクラブ活動につきましては運動部活動・

文化部活動と２通りございますけども、まず、運動部活動の方針でございます。平成３

０年の３月にスポーツ庁が生徒の健全な成長や教員の業務負担軽減を目指しまして、各

学校において適切な運動部活動の運営を図るため、運動部活動のあり方に関する総合的

なガイドラインを策定をいたしまして、同年５月には奈良県教育委員会が奈良県運動部

活動のあり方に関する方針を策定をいたしております。  

これらを踏まえまして、同年の７月に斑鳩町教育委員会におきましては、斑鳩町中学

校運動部活動の運営に関する方針を策定いたしました。また、文化部活動につきまして

も、運動部活動同様に生徒の健全な成長や教員の業務負担軽減を目指しまして、原則と

してこの方針に準じて取り扱うこととしたところでございます。  

また、斑鳩中学校、斑鳩单中学校におきましては、同年８月に中学校運動部活動の運

営に関する方針を策定しているところでございます。なお、部活動の顧問は部活動計画、
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活動实績を作成いたしまして、校長に提出することとなっておるところでございます。

なお、両校とも策定をいたしました後、部活動顧問から部員に方針内容を伝えて部活動

を实施しているというところでございます。  

次に、平成３０年１２月に、文化庁が文化部の活動においても適切な運営を図るため、

文化部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを策定をいたしました。また、奈良

県教育委員会におきましては、本年４月に運動部と文化部の活動方針を定めた奈良県部

活動のあり方に関する方針を策定をされております。  

これらを踏まえまして、本年４月に斑鳩町教育委員会におきましても、運動部と文化

部の活動方針を定めた斑鳩町中学校運動部活動の運営に関する方針を策定いたしたとこ

ろでございます。また、斑鳩中学校、斑鳩单中学校におきましても、本年４月に中学校

運動部活動の運営に関する方針を策定いたしました。なお、部活動の顧問は部活動計画、

活動实績を作成し、校長に提出することとなっております。また、両校とも方針策定後

は、部活動顧問から部員に方針内容を伝えて部活動を实施しているところでございます。  

また、保護者や地域の理解と協力を得ることも必要でございますから、学校のホーム

ページで周知をさせていただいたところでもございます。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ご答弁ありがとうございました。通告させていただいたときに

はまだ周知されておりませんでしたので、安心いたしました。しかし、ご答弁いただい

たように本当に保護者や地域のご理解が得られるような周知方法なのか疑問に思うとこ

ろもあり、せっかくつくったガイドラインを無駄にすることなく保護者や地域のご理解

が得られるようによろしくお願いいたします。中学校における運動・文化部活動が生徒

がスポーツや文化活動に親しむ基盤として、今後も持続可能なものとなるようガイドラ

インに則り適切な対忚をお願いいたします。  

では、次の質問。このガイドライン策定の趣旨として問題となっております顧問とな

る教師の長時間労働や生徒が望む専門的な指導ができない、生徒のニーズに必ずしも忚

えられないというような課題があるとは思いますが、その中で、例えば、地域や学校の

实態に忚じて地域の体育スポーツ協会や体育スポーツ系大学、教員養成系大学との連携

も図りながら、部活動指導員の確保に関する細やかな方策や積極的な活用についての今

後のお考えをお聞かせください。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） これまで文部科学省の通知等におきまして、部活動につきまし
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ては、外部人材の積極的な活用、地域のスポーツクラブ等との連携あるいは適切な活動

時間や休養日の設定等についての考え方が示されているというところでございます。  

ご質問の部活動指導員でございますけれども、放課後における技術指導等ができるも

ので、本年度、斑鳩单中学校において専門的な指導を必要とする剣道部での指導を予定

しているというところでございます。なお、部活動指導員につきましては、これまでの

一般質問においてもご答弁をさせていただいているところでございますけれども、部活

動にかかわって指導方針や指導内容、あるいは場合によれば生徒指導を要する場合もご

ざいます。顧問のみならず学級担任との連携も必要不可欠でございまして、既に取り組

んでいる自治体においては、結果として顧問との打ち合わせや調整に時間がかかってし

まうことなどの課題が見受けられているというところもございます。  

また、指導方法や規範意識の持ち方など、生徒等に与える影響も尐なくないというこ

とから、部活動指導員の活用につきましては、学校現場の意見も十分聞きながら慎重に

検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。結果として打ち合わせや調整に時間が

かかるということですが、やはり多忙な教師の負担軽減にも寄与するものであると考え

ます。２０１７年４月１日に施行された学校教育法施行規則の改正により、部活動指導

員を学校職員として位置づけ、各教育委員会などに対して部活動指導員の身分、任用、

勤務、形態、報酬など外部指導員に係る規則等の整備を求めるときに行った現場のアン

ケート調査によりますと、「部活動指導員が部員を校外に引率できるようになったら教

職員の負担は減るか」との問いに対し、アンケートに答えられた教育長の結果は、「負

担が減る」と答えた割合は約３２パーセント、「変わらない」と答えた割合が約３１パ

ーセント、「わからない」と答えた割合も約３１パーセントでありました。しかし、積

極的に導入している岡山県のアンケート調査では、部活動指導員がいる部活動の顧問を

務める教員へのアンケート結果は、９４．３パーセントの教員が「負担が軽くなったと

感じている」と回答しております。以上の結果からも、部活動指導員の充实が教職員の

負担軽減となり、子どもと向き合う時間の確保や自己研さんの充实だけではなく、子ど

もたちの心身の健全な育成と豊かな人間形成に寄与するものと考えておりますので、積

極的に検討していただきますように要望いたします。  

そして、次の質問なんですけれども、学校や地域の实情に忚じて学校運営協議会制度

なども活用しつつ、学校と地域が協働・融合した形での地域における生徒のニーズを踏
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まえたスポーツ環境の整備について、どのように推進していくかお聞きいたします。 

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） 斑鳩町教育委員会といたしましては、生徒のニーズに忚じまし

たスポーツ環境を整備していくこと、また学校におけます働き方改革といたしまして部

活動のあり方を見直していくことは非常に大切なことであるというふうに考えていると

ころでございます。また、学校におきましては、尐子化により、かつてより生徒数は減

尐しており部員数の減尐や受け持つ顧問の減尐など、部活動の運営が難しくなっている

という現状もございます。そうした中、地域のスポーツクラブでございます元気クラブ

いかるがにおいてさまざまなスポーツが行われ、学校の部活動の種目にないスポーツに

参加する生徒も見受けられておるというところでもございます。  

学校の働き方改革あるいは部活動の運営の現状等を考慮いたしますと、そうした学校

以外の地域の多様な活動に参加することも必要なことではないかというふうにも思って

いるところでございます。なお、地域のスポーツクラブや部活動指導員等の外部人材の

活用ということにつきましては、先ほども申しあげましたように課題がございますので

引き続き、先進地の事例等を調査・研究してまいりたいと思っております。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。外部人材の活用にはまだまだ課題はご

ざいますけれども、積極的に部活動指導員の導入をしている岡山県の外部人材の活用に

関するガイドラインをぜひ調査・研究していただきますようにお願いいたします。  

また、地域の資源の積極的な活用も検討してはいかがでしょうか。例えば、日本体育

協会の今後のあり方やスポーツの推進に関する取り組みで、生涯にわたるスポーツ实施

のカギを握ると言われている子どもの運動習慣の形成への貢献やスポーツを通じた人々

の交流を促す等、地域の活性化に貢献などを掲げられ、学校運動部活動にかかわる教員

や外部指導員等における公認スポーツ指導者資格取得の促進、学校運動部活動における

公認スポーツ指導者の活用、体罰等の不適切な指導の根絶等、持続可能な学校運動部活

動の实現を目指されているところでございます。  

斑鳩町に住んでいる子どもたちの学校生活がより豊かになるよう、教育委員会におか

れましてはさらなる調査・研究をしていただきますように要望いたします。  

続いての質問にまいりたいと思います。健康増進計画について質問させていただきま

す。人生１００年時代に向け大きな課題の一つに健康があると考えます。厚生労働省が

公表している２０１７年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性８１．０９年、
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女性８７．２６年となっております。一方、健康上の問題に制限されることなく日常生

活を送れる期間を示す健康寿命は２０１６年時点では男性で７２．１４歳、女性で７４．

７９歳となり、このデータから計算すると６５歳まで生きた女性のうち１６人に１人が

１００歳まで生きられる時代となっております。  

また、１９８０年代の平均寿命を見てみると、男性は７３歳、女性は７９歳と現在よ

りも７、８歳寿命は短く、約３０年の間に平均寿命は７、８歳も延びていることから、

この先３０年、４０年後には１００歳まで生きられる時代、つまり人生１００年時代が

当たり前になると考えられます。健康を維持、増進することで有意義な１００年時代が

送れると考えることから、まずは斑鳩町のこれまでの取り組みと成果についてお聞かせ

ください。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 健康の維持増進についての斑鳩町でのこれまでの取り組

みということでございます。斑鳩町のほうでは、住民の健康寿命を延ばすことや生活の

質の向上を図ることを目的に、質問者も申されました健康増進計画に基づきまして住民

の健康増進の総合的な推進を図っているところでございます。  

現在、第２期斑鳩町健康増進計画は平成２５年から平成３４年、令和４年、１０か年

の計画期間でございますが、昨年度には計画策定から５年が経過し、中間年に当たるこ

とから計画の見直しを行ったところでございます。また、奈良県におきましては健康寿

命の延伸を図るため健康寿命の延長に寄与する要因等の研究が行われ、その調査結果か

ら減塩、身体活動、たばこ対策、健診の受診率の向上の４つが効果的な健康行動である

との取りまとめが行われております。このことから、本町におきましても、この４つに

重点を置いて健康づくり事業を展開しているところでございます。  

具体的な取り組み内容につきましては、初めに減塩対策では、高血圧のハイリスク者

を対象に奈良県の健康寿命を延長する取り組み推進モデル事業といたしましての減塩教

审に取り組み、現在も継続して实施しているところでございます。さらに平成２９年度

からは、子どものころからよりよい生活習慣を定着することが大切であることから、食

生活改善推進委員が手づくりの減塩紙芝居を作成し、保育所・幼稚園に出向いて子ども

たちに減塩の大切さを伝えていただいておるところでございます。  

次に、身体活動では、平成２８年度に運動普及ボランティアとともに町内３ルートの

ウォーキングモデルコースを作成し、健康づくりウォーキングマップとして歩こう会な

どの運動教审において活用しており、誰もが手軽に取り組めるウォーキングを推進して



- 16 - 

 

いるところでございます。  

次に３点目、たばこ対策でございますが、ＣＯＰＤや受動喫煙等の正しい知識の普及

啓発を行うため、５月３１日の世界禁煙デーに合わせて広報や生き生きプラザ斑鳩にお

いて啓発を行いますとともに、ＣＯＰＤの早期発見を目的として奈良県内ではいち早く

肺年齢測定を实施をしております。  

このような取り組みを行う中、昨年度の中間評価では「薄味にする人や体を動かす

人」の割合は男性では増加をしておりましたが、３０歳代から５０歳代の女性において

は低下をしており、特に女性の生活習慣の改善が必要とされる結果となっております。  

次に、健診の受診率向上では、全ての検診を無料で实施いたしますとともに、受診し

やすい体制整備といたしまして、特定健康診査では医療機関での個別健診だけでなく、

保健センターでの集団健診や土曜日健診の实施、大腸がん及び前立腺がん検診との同時

検診を行ってまいりました。がん検診においても土曜日検診や２つのがん検診が同時に

受診できるセット検診の实施、若い世代への受診の増加に向けて、子育てサポーターの

協力のもと託児つきの検診も实施してまいりました。また、受診勧奨の方法といたしま

しては、住民にとって身近な存在であります保健センターサポーターとともに検診の受

診啓発もあわせて行っております。  

さらに、平成２８年度には、がん検診受診の意向や日程の希望等を調査し、検診受診

に関する関心を喚起することで受診へとつなげるために、２６歳から６１歳の５歳刻み

の節目の人で５大がん全ての未受診者に対して意向調査を行い、その結果、回答された

人のうち検診受診希望者は約４割でございました。このことから、個人通知の効果が確

認をできましたことから、平成２９年度には大腸がん、平成３０年度には乳がん検診の

受診勧奨、再勧奨も行ったところでございます。  

こういった取り組みを行いましたことにより、政府統計資料による平成２９年度の子

宮がん検診の受診率は国が１６．３パーセント、県が１３．９パーセントに対しまして、

斑鳩町は２３．５パーセント、乳がん検診の受診率においても国が１７．４パーセント、

県が１６．４パーセントに対しまして、斑鳩町は２２．１パーセントと国や県の受診率

より高い状況となっております。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。これまでの取り組みにより、男性の健

康寿命は毎年延伸するなど一定の成果が見られると思います。一方、女性の平均要介護

期間の延びや生活習慣病の改善、健康指標の改善状況などには課題もあり、さらなる取
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り組みが必要と考えることから、これまでの事業をどのように改善し、新たな数値目標

をどのように達成していくのか、お聞かせください。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 昨年度、第２期斑鳩町健康増進計画の見直しを行いまし

た際に实施いたしました健康に関するアンケート調査の結果を見ますと、女性の就業率

が増加したことにより、４０歳代、５０歳代の女性の食習慣や運動習慣が悪化している

ことがわかりました。また、健康寿命につきましても男性では奈良県や国と比較しても

長くなっているのに対し、女性は奈良県や国と比較しても短くなっております。  

こうした状況から、今年度から働き盛り世代に啓発することができる機会といたしま

して保健センターで实施する幼児健診や小・中学校のＰＴＡ総会等の機会に生活習慣の

改善や健診の必要性を発信してまいりたいというふうに考えております。  

また、検診は定期的に受診することで早期発見につながりますことから、がん検診に

おいては昨年度の受診者と昨年度の未受診者に検診の案内はがきを通知をしており、現

在、昨年度よりも申込者数もふえている状況でございます。また、特定健康診査の受診

結果により保健指導が必要と判断された人には、生活習慣の改善を促すための特定保健

指導を实施をしております。中でも、放置すると糖尿病性腎症になる可能性の高い人を

指導するための重症化予防プログラムの实施が重要となることから、今年度はその指導

を行うための人材育成事業を町の職員が受講をし、より効果的な保健指導が实施できる

ようスキルアップを図ってまいりたいというふうに考えております。  

また、検診を受けていない人が受けてみようと思うきっかけの一つは、身近な人から

声をかけられた時だというふうに言われておりますことから、本町では平成２４年度か

ら家族や友人に健診の大切さを伝える草の根的な活動を行う保健センターサポーターを

養成しており、現在２７名の方に活動をしていただいております。今後も住民の皆様に

より近い存在であります保健センターサポーターの皆様とともに活動を続け、受診率の

向上を図ってまいりたいというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。今、おっしゃっていただいたようにま

だまだ課題はあるかとは思います。  

斑鳩町は全国、また奈良県よりも医療費が高い状態ですので、改善が見られない項目

につきましては、数値目標の達成に向けて一層の今後の見直しと対策が必要と考えられ

ます。その対策の一つとしまして、国の成長戦略を議論する未来投資会議の中でも健康
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に無関心な層にインセンティブの強化や民間サービスの活用、例えば、ソーシャルイン

パクトボンドの導入を推進しております。今回、ぜひ、斑鳩町に調査していただきたい

のが、このソーシャルインパクトボンドです。このソーシャルインパクトボンドとは、

民間資金を活用して革新的な社会課題解決型の事業を实施し、その事業成果を支払いの

原資とすることを目指すものであり、行政が導入に取り組む意義は初期投資を民間資金

で賄うことで、初期投資に大きな費用を要する予防的な事業に取り組む際に、特にその

効果を期待することができます。  

また、ソーシャルインパクトボンドの实施に際しては、行政、資金提供者、事業者の

合意がとれる成果指標とその評価方法を設定する必要があるため、結果的に事業の成果

に関して関係者に対する説明責任を果たすことが可能となるものであります。既に天理

市でもうまく取り入れられている例もあるように、今後、日本でも広域連携で拡大され

ていく事業でもあり、健康無関心層を行動変化させる事業でもあります。国の財務状況、

市町村の財務状況を考えると、今まで以上に公的機関が効率的、効果的にお金を使って

いかなくてはいけませんので、全く新しいものを取り入れる必要もあるかとは思います。

ぜひ、調査・研究をお願いしたいと思っております。  

では続きまして、３番の通学路、交通安全の確保につきまして、ご質問させていただ

きます。平成２５年１２月に策定された通学路交通安全プログラムに基づき、定期的な

合同点検の实施をされてこられたと思います。奈良県での通学路の交通安全対策を推進

するため、平成２９年に開催された第６回奈良県通学路安全対策推進会議では、通過車

両の速度抑制、効果の高いハンプなどの先進事例について、ほかの通学路への活用を検

討されたり、急ブレーキ頻度などのビックデータを活用されることにより通学路上の危

険箇所を把握し、効果・効率的な通学路対策を推進する取り組みが行われてきました。  

しかし、先ほどもおっしゃられた先日の大津での痛ましい事故や川崎での事件など、

また先日もありましたように交差点の歩道に車が突っ込む事故が多発しております。  

先ほどの中川議員のご質問と重複するかもしれませんが、斑鳩町における通学路での

交通安全確保における取り組みについて、お伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） まず、さきのご質問者の答弁とも重複する部分がございますけ

れども、まずお許しをいただきたいというふうに思っております。  

通学路安全プログラムということでございますけれども、これにつきましては平成２

４年、全国的に登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生いたしましたこ
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とから、翌年の平成２５年に文部科学省、国土交通省、警察庁において教育部局、道路

管理部局、警察部局等の関係機関が連携をしまして通学路の緊急合同点検を实施をし、

点検結果を踏まえた対策を推進する中でその取り組みが着实かつ効果的に实施できるよ

う緊急合同点検の基本的な考え方が示されたところでございます。  

このことから本町では、通学路安全点検プログラムとして斑鳩町通学路等安全点検实

施要項を策定いたしまして、毎年、先ほど申しあげました関係機関が合同で夏休みに通

学路の安全点検を实施しているところでございます。  

しかしながら、先ほど議員も述べられましたように滋賀県大津市における交通事故、

あるいは神奈川県の川崎市における事件も起こっている現状を受けまして中学校、小学

校、幼稚園、保育所等におけます通学路や散歩で通るお出かけ通路等に対しまして安全

対策を図ることを目的とした合同点検を行うこととなっております。その説明会につき

ましては、昨日实施をされたというところでございます。  

その内容につきましては、まず第１段階の緊急対策といたしまして奈良県警が抽出を

いたしました通学路上で子どもが対象となる事故が発生した信号、交差点等について、

所轄の警察、道路管理者、市町村の教育委員会、各学校による緊急合同点検が实施をさ

れます。この緊急合同点検につきましては、斑鳩町には該当箇所はないというふうに聞

いております。  

次に、第２段階として、各学校、幼稚園等が地図上に通学路、集団登校の際の集合場

所、その経路上に危険と思われる箇所を書き込む通学路等マップを作成いたしまして、

本年２８日までに県教育委員会に提出することとなっております。そして、県教育委員

会からマップの提供を受けました奈良県警察は、その経路上で過去に発生をいたしまし

た子どもが絡む交通事故とその通学路等マップの危険と思われる箇所との重複する箇所

を抽出をいたします。  

そして第３段階として、例年实施をしています通学路安全点検で第２段階で作成をい

たしました通学路等マップ及び県警察が抽出いたしました危険箇所の合同点検を实施を

する予定となっております。  

本町といたしましても、この手順に従いまして通学路等における合同点検を实施して

まいりたいと思っております。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。また、实施された結果を教えていただ

けたらと思います。日本では交通事故における乗車中の死亡事故は先進国で一番尐ない
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状況ではありますが、逆に歩行中に死亡する件数、割合は先進国で一番多い状況です。

まだまだ歩行者の安全対策が遅れている国、地域ですので、日本の交通安全対策だけで

はなく、ぜひ先進国の対策を研究していただき、斑鳩町の住民、一番弱い立場の子ども

たちの安心安全の確保に早急に取り組んでいただきますようお願いいたします。  

では、次の質問です。いかるがパークウェイが開通されたことにより車の流れが変わ

った地域もあるのではないでしょうか。現時点での通学路への影響について、お聞きい

たします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） いかるがパークウェイあるいは都市計画道路法隆寺線の整備あ

るいは開通によります通学路への影響につきましてご質問でございますけれども、通学

時間帯に周辺の町道に進入する車両が見受けられる一方、一部の地域では町道への進入

が減尐しているという状況も見受けられているところでございます。  

このことから引き続き、状況を十分、注視をしました中で、警察等関係機関と連携を

しながら登下校時の児童・生徒の安全対策に取り組んでまいりたいと思っております。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。今ちょっと理解できなかったのですが、

通学路への影響はないという認識でよろしいでしょうか。  

また、一部の地域では町道への進入が減尐していたとのことですが、どこの地域でし

ょうか、参考に教えていただけませんでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） 通学路に関する影響ということのご質問でございますけれども、

いわゆる先ほどのご質問でございます、いわゆる猫坂からですね、龍田の旧の本通りと

いいますか、そちらのほうに対する交通の流入がふえていると。そういった中で、児童

の通学に対する危険性は高まっているという状況も見受けられるということでございま

す。またですね、町道への進入が減尐した区域ということでございますけども、これに

つきましてはいわゆる中央公民館の单東交差点からですね、菅神社、中央体育館方面へ

抜けます町道につきましては国道への道路が開通したということで進入が減尐している

というところでございます。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。では、先ほどの通学時間帯に周辺の町

道に進入する車も見受けられるということですが、服部、興留地区を通り抜ける車の増
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加や安全対策について、町の対策をお聞きいたします。  

○議長（坂口徹君） 植村都市建設部長。  

○都市建設部長（植村俊彦君） 服部、興留地区を通り抜けます町道４０１号線につきま

しては、現時点ではいかるがパークウェイや都市計画道路の法隆寺線の整備によりまし

て交通の量に顕著な影響というものは見られない状況でありますものの、従来から国道

２５号の抜け道として通り抜け車両、交通量が非常に多いという状況であることは認識

をいたしております。当該地区の町道につきましては、点滅信号や道路標示等の交通安

全施設の設置によりまして対策を行っているところでございますが、今後におきまして

も警察や関係機関とも現場の状況を確認しながら、さらなる安全対策を検討してまいり

たいと考えているところでございます。  

なお、今後のことでございますけれども、いかるがパークウェイの整備が進みまして

小吉田モデル区間の東端から県道大和高田斑鳩線までいかるがパークウェイの開通区間

が延伸されましたならば、通過交通のシフトによりまして町道４０１号線の交通量は減

尐し、安全性が大きく向上するものと考えておりまして、町といたしましても一日も早

い事業進捗を求めて働きかけを行ってまいりたいと考えているところでございます。  

いずれにいたしましても今後、交通の量や流れにつきましては十分注視し、適宜、必

要な安全対策を講じることにより通学路の安全確保に努めてまいりたいと考えておりま

すのでご理解いただきますようお願いします。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。今のお話の中で、パークウェイの整備

が進み開通区間が延伸されたら、とありましたが、これはいつごろになりますか。  

○議長（坂口徹君） 植村都市建設部長。  

○都市建設部長（植村俊彦君） そのいかるがパークウェイの小吉田モデル区間東端から

県道大和高田斑鳩線までの間につきましては、現在、事業用地の取得に継続的に取り組

みを進めている状況でございます。質問者がおっしゃいましたような整備のめどにつき

ましては、現在のところは国土交通省から具体的な工程が示されていない状況でありま

すということでご理解をいただきたいと思います。  

ただ、町といたしましても、早期供用に向けまして奈良国道事務所とも連携を密にし

ながら沿道地域との調整には積極的に取り組んでまいる所存でございます。また、それ

とともに事業促進の大きな要素となります公共事業の予算につきましては、その環境は

依然厳しい状況ではございますけれども、国に対しまして本事業の整備効果、有効性を
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訴えながら、引き続き事業予算の確保に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解くださいますよう、よろしくお願いを申しあげます。  

○議長（坂口徹君） １番、溝部議員。  

○１番（溝部真紀子君） ありがとうございます。まだまだちょっと時間を要するかと思

いますので、今、通学している子どもたちへのさらなる交通安全対策をお願いいたしま

して、以上で私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） 以上で、１番、溝部議員の一般質問は終わりました。  

ここで、１０時１０分まで休憩いたします。  

（午前 ０９時５２分  休憩） 

（午前 １０時１０分  再開） 

○議長（坂口徹君） 再開いたします。  

次に、１２番、木澤議員の一般質問をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） それでは、通告書に基づきまして私の一般質問をさせていただ

きたいと思います。  

まず１点目は、西和医療センターについてです。  

さきの４月に行われました県知事選挙の際に、荒井知事、当時候補でしたが、が発表

した政策の中に、ＪＲ王寺駅周辺に奈良県西和医療センターを移転・再整備するとのこ

うした項目がありました。その資料では、西和医療センターの移転先としてＪＲ王寺駅

の单側の地域が示されていました。この資料を見た町民の方から、県知事選挙、県会議

員選挙の最中に、西和医療センター移転・再整備に対する不安の声が多数寄せられまし

た。その声は、通告書にも書かせていただいてますが、１つ目には「西和医療センター

が王寺駅单側に移転されると遠くなるので困る」というものと、２つ目には「移転に伴

う再整備によって現在の総合病院としての機能が損なわれ、規模が縮小されると非常に

困る」というものでした。こうした町民の声を受けて調べてみますと、奈良県では平成

３０年４月１日に奈良県保健医療計画が施行をされています。  

この計画の基本理念の目指すべき姿として「奈良県地域医療構想を踏まえた持続可能

で効率的な医療体制を構築する」とし「病院機能の分化と連携を進め、急性期における

医療機能の集約化を図るなど地域医療体制の整備を図る」と記されています。この病院

機能の分化や医療機能の集約化というものが具体的にはどんなものなのか。旧の三审病

院が独立行政法人化され、西和医療センターとなり、採算の取れない部門は縮小閉鎖さ
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れていくのではないかとの心配の声は以前からありましたが、今回の移転先として示さ

れている場所が地図上で見るとかなり狭い土地になっていることもあり、こうした声が

噴出したのではないかというふうに考えています。  

西和医療センターの運営や移転・再整備等については県が管理しており町の管轄では

ありませんが、斑鳩町民の命と健康を守る地域の拠点病院であることから、その動向に

ついては町としてもしっかりと把握していただき、町民にとって不利益にならないよう

県への対忚を進めていただきたいと考え、今回、質問に挙げさせていただきました。  

それではまず１点目の県が進めようとしている移転・建て替え計画について、町は内

容等について把握されているのか、お尋ねをしたいと思います。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。 

○住民生活部長（加藤惠三君） 西和医療センターの移転等についての情報ということで

ございます。西和医療センター等の公立病院につきましては、地域における基幹的な公

的医療機関といたしまして地域医療の確保には重要な役割を果たしていることから、都

道府県がその運営方針を示し、病院機構がそれに基づき計画を策定し实施することが地

方独立行政法人法で定めておられるというところでございます。奈良県では現在、平成

３１年度、本年度からでございますけれども、５か年の第２期中期目標が策定されてお

り、奈良県地域医療構想や奈良県医療費適正化計画などとの整合性を図りながら、県立

病院機構に対して「診療」「地域貢献」「人材確保・育成」「法人経営」の４つの柱立

てのもと、具体的な目標を設定し、その達成に向けて取り組むこととされております。  

西和医療センターについては、｢患者にとって最適な医療の提供｣の項目において「西

和医療センターのあり方の検討」として、他の医療機関との連携・役割分担など、将来

に向けた西和医療センターのあり方の検討について、県と県立病院機構が連携して進め

ることとし、主要目標として県と県立病院機構が連携して西和医療センターのあり方を

検討することというふうに位置づけをされております。  

また、県立病院機構の５年計画の計画期間である第２期中期計画における取り組み項

目といたしまして、「王寺駅周辺地区への移転を含めた再整備方針の検討」があり、具

体的な行動計画として県と連携した検討委員会を設置することと、地域医療構想に基づ

き医療機関のあり方と再整備方針を決定することというふうにされております。このこ

とから、具体的なその西和医療センターの移転等についての内容につきましては、この

計画に載せられて公表されている以外のことについては、町としては把握をしていない

という状況でございます。  
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○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 西和医療センターについても、今後のあり方についてこれから

検討していくということですけども、その場合に王寺駅周辺への移転も含めたというこ

とで部長、答弁されましたけども、移転をしないという、その結論が出るということも

考えられるということですかね。 

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 移転をしない結論というのは、町のほうではちょっとお

答えできる範囲ではないと思いますので、ちょっとそれについてはお答えできないとい

うふうに答弁をさせていただきます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） そうしましたらちょっとまた聞き方変えたいと思うんですけど

も、そもそも何で移転という話が出てきたのかなというふうにちょっと疑問に思ってる

んですが。今のところからさらに充实をさせてもっと広く病院を新しくするというよう

な構想であればまだ理解できないでもないんですけども、聞くところによると建物の耐

震化がどうなのかという点なんかもお聞きしますので、そもそもその耐震性がないから

移転をすると、建て替えをするということなのか、この点については町として県のほう

には確認していただいてるんでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） おっしゃっております、その、そもそもの移転のまず第

一義的な要因ということのご質問かとは思うんですけれども、今おっしゃっておられる

建物自体の耐震性の問題というのは確かにひとつの移転の要素にはなってるかとは思い

ますけれども、それがすべてというのはちょっと町のほうでは把握をし切れていないと

いう状況でございます。 

それで、今おっしゃっております西和医療センターの建物につきましては昭和５４年

の建築でございますので、今、県の文化会館等も含めていろいろな県のほうで調査・研

究をされておるというところでございます。その中で、西和医療センターの関係につい

ては病院の本館と单病棟が震度６から７程度の地震が起こった場合は倒壊・崩壊する危

険性が高いというふうな調査結果が出ているということでございます。  

こういった調査結果を受けまして、県のほうでは県有施設等耐震検討チーム会議とい

うのが開催をされております。それの第３回の会議がこの５月２３日に開催をされてい

るという状況でございます。その中で、西和医療センターについては出されております
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のが、柱・壁の補強について診療機能の制限を最小限にすることを考慮した工事内容・

方法・工期についての調査及びその結果を踏まえた忚急対策案の策定を計画するという

ふうに記載をされておりまして、その調査費用等についてはこの６月の県議会のほうに

補正予算を提出されるというふうなところを聞いております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 今、忚急的な対忚というふうにおっしゃいましたけども、当然、

病院ですので耐震性がないと困りますから、必要であればその建て替え等については行

っていただくことについてやぶさかではないんですが、それが行われるに伴ってですね、

斑鳩町、近隣の町も含めてですけども、この西和地域の住民にとって不利益になるよう

な建て替え再整備が進むのであれば、これは非常に問題であるというふうに私は考えま

す。それでですね、この間県のほうは拠点病院をつくって、そこに総合的な機能を集中

して、今あるような西和医療センターも含めてだと思いますが、病院等については役割

分担をするというようなことから機能が特化されて総合病院としての機能について損な

われる危険性があるんじゃないかなというふうに考えています。その点については今、

ここで聞いてもお答えはないということですので、今後ですね、やはりきちんと県がど

ういう考え方を持って整備をしていこうとしているのか、町として把握していただき、

なるべく早くですね、我々議会のほうにもその情報を提供していただきたいというふう

に思いますので、これはお願いしておきたいと思います。  

そうしましたら２点目ですね、病児保育が来年の１月からの予定でスタートしようと

していますが、これについては近隣５町と一部協力をしながら運営をしていくというこ

とで、西和医療センターから医師を派遣していただいて、建物自体は西和医療センター

の中というよりも道路を挟んだ隣に保育审を作って、そちらのほうで運営をしていくと

いうことになりますが、西和医療センターがこれ移転されるということになりますと当

然、医師の派遣といっても距離が出ますので運営自体に影響が出るんじゃないかなとい

うふうに思いますが、この点の影響等については県のほうから何か聞いておられますか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） まず、その西和医療センターの移転そのものについての

情報についてがまずないということでございますので、それに関してのこの病児保育の

影響というものは現時点ではちょっとわからないというところでございます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） そうしましたら、この間、病児保育の整備スタートについて西
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和医療センター、県などとも協議をされてきていると思いますが、その中で一切そうい

う移転の話は出てきてないというふうに理解しておいてよろしいでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） この病児保育の関係の協議をさせていただく内容につき

ましては、それぞれの町の担当者と、あと西和医療センター、あと県の関係につきまし

ては県の子育て支援課と県の病院マネジメント課というところがあわせて協議をさせて

いただいておったところでございます。病児保育についていろいろ協議をさせていただ

いている中ではそういった内容についてのお話は一切ございませんので、はい、そうい

うことでございます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） わかりました。これも１点目の質問と同じように、今後どうい

うふうに西和医療センターがなっていくのかということに大きく影響してきますので、

この点についても影響等があるようなことがわかりましたらですね、早期にまた情報提

供をしていただきたいというふうに思います。  

それでは３点目になりますが、今後どうなっていくのかわからないということではあ

りますが、それを待っていると対忚が遅くなるというふうに思うんです。もし建て替え

等、規模縮小等によって住民への不利益が発生するというようなことになりましたです

ね、なりそうだということになれば、この町民の声をですね、きちっとやっぱり県に対

しても上げていっていただきたいなというふうに思います。  

今後も西和医療センターのあり方の検討の中でですね、当然、西和医療センターと県

のほうとで検討していくというふうにおっしゃってましたが、これについては町のほう、

近隣町の意見を聞く場や、また近隣の町からも意見を言える場というのはきちっと確保

されているんでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） あくまでも現時点というお話でご理解をいただきたいと

思いますけれども、一忚、県の病院マネジメント課のところには確認をさせていただい

ておりますけれども、現在のところはそういったことについては未定ということでお聞

かせをいただいております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） こんなことはないとは思うんですが、当然ですね、この西和地

域の拠点病院なのでその関係市町村、町に対して意見も聞かずに方針を決めるというこ
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とはないとは思うんですが、ただですね、５月２８日に突然、西和医療センターの産科

分娩業務を休止するというような貼り紙がいきなり西和医療センターに貼り出されるな

ど、事前に我々自身も何も聞かされてませんし、そうしたことを突然、県が方針として

西和医療センターなのかどっちかわかりませんけども打ち出してくるという点で、非常

に私、今回、不信感を強く持ったんです。この点については、今、町のほうからも県に

対して説明を求めておられると思いますし、それについてはきちっとやっぱり説明責任

を果たして、県のほうでですね、いただきたいと思ってますけども、やはり住民の不安

な声を早期に県にも届けると。今後の対忚についても県としても検討していただくとい

うことが必要だと思いますので、場についてはまだ今のところ確認はできていないとい

うことですが、いろいろな折、機会に触れてですね、町のほうからもそうした声を上げ

ていただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） まず、この西和医療センターのあり方については今年度

からまず始められるということでございますので、まずそういったところの動向につい

て町として注視をしていきたいというふうに考えております。  

それとあと、質問者もおっしゃっておられますとおり西和医療センターというのはや

っぱりあくまでもこの西和地域の拠点の病院でございます。そうしましたことから、近

隣町とも十分連携を図ると、あわせて情報共有を図るというところをさせていただいて、

必要に忚じて対忚のほうをさせていただきたいというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 部長のほうできちっと適切に対忚するというふうに答弁いただ

きました。この点については、そうしましたらきちっとお願いをしておきたいと思いま

す。そうしましたら１点目の質問は以上で終わります。  

次に２点目の質問に移らせていただきます。  

２点目につきましては、障がい者団体への仕事の発注等、就労支援の取り組みについ

てということで上げさせていただいております。  

先日ですね、町内の障がい者団体の年次総会に出席をさせていただいた際にですね、

障がい者の方の就労がなかなか厳しいという状況であることから、町としても現在でも

取り組みはしていただいてますが、「さらに発注できる業務等があればお願いしたい」

と、発言されているのをお聞きしました。  

それでですね、斑鳩町はこれまでにも障がい者の方の雇用や活動支援などに力を入れ
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てきているというのは承知していますが、改めて現在、町が行っている取り組みや町の

認識について確認をさせていただきたいと思い質問に挙げさせていただきました。  

それでは１つ目のですね、障がい者団体への仕事の発注、就労支援の取り組みに対す

る町の認識と現在の取り組み状況についてお尋ねをいたします。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。   

○住民生活部長（加藤惠三君） それでは初めに障害者団体への仕事の発注等についてで

ございますが、平成２５年４月、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増

進等を図るとともに障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立を促進

することを目的に国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律、いわゆる障害者優先調達推進法が施行をされ、地方公共団体の責務といたしまして

障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならな

いというふうに定められております。  

これに伴いまして、斑鳩町におきましても平成２６年度から障害者就労施設等からの

物品等の調達推進方針を定め全庁的な取り組みといたしまして障害者就労施設等から調

達可能な物品等について優先的に調達するよう努めているところでございます。  

また、この方針におきましては年間調達目標金額を定めており、当初５万円としてお

りましたが、その目標金額につきまして昨年度から１０万円に引き上げを行い、实績に

つきましては目標を上回る１２万１，６５８円、印刷業務など６項目で調達を行ってい

るところでございます。本年度につきましては目標金額を１５万円に設定し、さらなる

受注機会の拡大に努めてまいりたいというふうに考えております。  

次に、就労支援の取り組みについてでございますが、中西町長のマニフェストにおき

ましても障害者の就業支援の推進を掲げられており、昨年度からはこれまで行ってきた

特別支援学校の生徒さんを対象とした職場体験の機会の門戸をより一層広げるため、全

庁的な取り組みといたしまして役場における職場体験实習の積極的な受け入れを行い、

４部署で５名の受け入れを行ったところでございます。  

職場体験实習につきましては、卒業後の進路に向けて自分自身の課題を発見すること

ができるよい機会であり、生徒さんには实習後の学校生活や家庭生活の中でその課題解

決に励んでいただいていると学校側からも伺っており、今後も役場における職場体験实

習の受け入れを継続してまいりたいというふうに考えておりまして、この年度当初の部

課長会議におきましても福祉子ども課のほうから全庁的なそれぞれの課のほうにご依頼

をさせていただいているという状況でございます。  
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○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 今、確認をさせていただきますと、以前からですね、きちっと

目標金額も定めて、町としては意識も持って取り組みをしてきていただいているなとい

うのは確認できました。 

部長の答弁の中で、今年度については目標金額も上げるということで、さらなる充实

を目指すということで２番のほうの質問のところにも触れていただいているのかなとい

うふうに思いますが、これを進めていく中で当然、障がい者団体の皆さんと協議という

んですか、どういう内容がふさわしいのかどうかというその協議をされているかと思い

ますが、その取り組み状況というんですかね、ちょっと教えていただけますかね。 

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 障害者団体の方への仕事の発注と就労支援の取り組みの

その充实と強化を、そういったお声についての対忚ということでございますけども、こ

れまで町といたしましても生き生きプラザ斑鳩の喫茶スペースの運営ですとか、創業支

援センター、昨年度に開所いたしておりますけれども、ふらっぴん♪の整備など障害者

への就労支援に努めているというところでございます。  

また、昨年度は障害者団体からご相談をいただきました就労機会の拡大につきまして

はなかなかその団体の方の人員確保というのは非常に難しいという、そういった問題も

ございましたので、实際、今現在については实現には至っていないというところでござ

います。町といたしましては、障害者団体への仕事の発注等を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますことから、今後、障害者優先調達推進法に基づく物品等の調達に

つきましてどのような物品等の提供が可能かどうか障害者団体等に聞き取りをさせてい

ただきまして、役場内の各部署に情報提供することによりまして、さらなる優先調達の

推進を図ってまいりたいというふうに考えております。  

また、障害者の就労支援につきましても関係機関との個別に調整を行いながら取り組

みを進めてまいりたいというふうに思いますので、またそれぞれの団体等とお話もさせ

ていただきたいというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 聞き取り調査を行って、こちらからこういう仕事ができますよ

ということは提供はされたけども、なかなか向こうさんとのマッチングがうまくいかな

かったということで、取り組み状況なんかもお聞かせいただきまして、町のほうといた

しましてはですね、今答弁いただく中で、やっぱりきちっと提供できるものについては



- 30 - 

 

提供していけるように取り組みを進めていこうという姿勢についてきちっと確認できた

というふうに思いますし、さらに目標金額も上げて取り組みをしていこうということで

考えておられるので、その点については今後さらに充实をしていただくようにお願いを

しておきたいと思います。  

この質問については確認できましたので、以上で終わっておきたいと思います。  

それでは次に３つ目の質問に移らせていただきます。  

３点目につきましては、ゼロウェイスト宠言に基づく今後の取り組みについてという

ことですが、斑鳩町は２０１７年にこの宠言を行いまして、１０年後の２０２７年まで

にごみを燃やさない、埋め立てない町を目指すということで取り組みを進めておられま

す。毎年ですね、担当の厚生常任委員会の中でごみの排出量の動向について詳細な報告

をいただいてますけども、継続して削減できているものもあれば、前年度より増加して

いるというものもございます。全体としてですね、斑鳩町は１人当たりのごみ排出量や

資源化率は県内、全国と比較をしてもかなり高い水準の取り組みができているというこ

とは認識をしていますが、これがですね、２０２７年までにごみを燃やさない、埋め立

てないという目標を達成しようと思えば、今までと同じ取り組みでいいのかどうか、本

気の取り組みになっているのかどうかという点について確認をさせていただきたいと思

い質問に挙げさせていただきました。  

ではまず１つ目の質問ですが、２０２７年までに、ごみを燃やさない、埋め立てない

町を本気で目指すための取り組みとして、年次計画というのは策定をされているんでし

ょうか。また、目標達成に向けての進捗状況についてはどうなっているのかお尋ねをし

たいと思います。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） まず、そのゼロウェイスト宠言に含めましてそういった

計画もつくらせていただいておりますので、その内容についてご説明をさせていただき

ます。質問者もご承知をしていただいてますとおり斑鳩町では次世代を担う子どもたち

のため、そして未来の地球環境、未来の斑鳩のため、ごみを燃やさない、埋め立てない、

限りなくごみをゼロにする町を目指してさまざまな取り組みを積極的に推進することと

し、このことを町の決意宠言として広く公表する斑鳩町ゼロウェイスト宠言を平成２９

年５月に制定をさせていただいたところでございます。  

斑鳩町ゼロウェイスト宠言は、決意表明の宠言文であります「斑鳩まほろば宠言」と、

その行動内容を示します「斑鳩まほろば行動宠言」により構成されており、宠言では決
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意表明といたしまして３つの目標を掲げ、２０２７年度までにごみを燃やさない、埋め

立てない町を目指すこととしております。また、この行動宠言では、目標達成に向けて

具体的な７つの項目について推進していくことを宠言しており、その实現に向け、昨年

度、平成３０年度から１０か年計画である推進計画を定めているところでございます。  

計画の内容は、具体的な取り組み、事業内容等を示し、实施時期といたしましては短

期として平成３０年からの３か年、中期としては令和３年から令和５年の３か年、長期

として令和６年度から令和９年度の４か年の３段階に分け、ごみゼロの町、斑鳩の实現

に向けたさまざまな取り組みを進めているところでございます。  

この７つの推進項目の主な取り組みを申しあげますと、次世代を担う子どもたちへの

教育の充实では、各小学校でのごみ分別博士養成講座や幼稚園・保育園と連携した環境

教育の实施、２Ｒの推進によるごみを発生させない仕組みづくりでは、ありがとうき市

などの各種リユース市やおもちゃ病院の開催、また生ごみ全量資源化及び新たな資源化

の推進では生ごみ自家処理の推進、生ごみ分別収集モデル事業の推進、町ぐるみによる

取り組みの推進では食品ロスの削減に向けた住民事業者への周知啓発など、平成３０年

度から令和２年度の短期事業としてこういった取り組みを進めており、順次、中長期事

業についても計画に基づき進めていくということにさせていただいております。  

この推進計画の实施に伴う目標数値等につきましては、斑鳩町一般廃棄物処理基本計

画との整合性から令和２年度では１人１日当たりのごみ排出量を７４２グラム、その資

源化率といたしましては６９パーセントを短期目標としており、本推進計画の最終年で

ございます令和９年度の数値目標といたしましては１人１日当たりのごみ排出量を６２

７グラムとしており、その内訳の主なものといたしましては生ごみが２２５グラム、古

紙類等集団回収が２１６グラム、枝葉草類が９５グラムでございます。また、資源化率

は９９．６パーセントと設定しているところでございます。  

なお、平成２９年度では１人１日当たりのごみ排出量が７２２グラム、資源化率５４．

１パーセントとなっているところで、その目標達成につきましては資源化率に関しまし

ては厳しい数字になっているという状況でございますけれども、この計画策定後、今、

まだ１年経過したところでございますので、今後も進捗管理なども行いながらその目標

達成に向けまして住民、事業者、行政が一体となった取り組みを進めてまいりますとと

もに、進捗状況につきましてはわかりやすい形で住民の皆様に周知させていただきまし

て、あわせて意識啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  
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○１２番（木澤正男君） 私、１０年間なので年度ごとの、１年ごとにその数値目標を決

めて計画をつくってはどうかというふうに思っていましたが、今、短期、中期、長期と

いう３年、３年、４年というスパンで計画を進めようということで、短期の目標につい

ては資源化率６９パーセントですね、それに向けて進められていると。ただ、現在５４

パーセント程度なので、この短期目標の達成については厳しい状況だと率直に部長のほ

うから答弁がありましたが、最後、部長もおっしゃいましたように住民の皆さんの協力

なしには到底達成できませんので、今の状況がどうなっているのかというのをですね、

やっぱりひと目で見てわかるような情報発信というのが必要だというふうに思うんです。  

それと、中期についての目標、長期についての目標もそうですが、については今年度、

ごみ減量推進化委員会ですかね、のほうで計画をされるということなので、この間、２

年間の取り組みを踏まえて目標数値の修正等をまたされていくのかなというふうに思い

ますが、やっぱり住民の皆さんから見ても本気の取り組みになっているなというような

姿勢をきちっと示さないと、これ本気で達成できないというふうに思うんです。別に斑

鳩町がいいかげんにやっているというわけじゃないんですけども、今までごみを減らそ

うということでずっと取り組んできたというのはよく理解されてますが、期限を区切っ

てですね、ごみを燃やさない、埋め立てないということを目指そうと思うと、やはりこ

れまで以上に厳しい取り組みが必要だというふうに思いますので、この点についてです

ね、部長おっしゃったように住民の皆さんにわかりやすくて、ひと目でやっぱり状況が

把握できるような情報の発信ですね、についてお願いをしておきたいと思います。  

それとですね２点目のほうに行きますけども、昨年、厚生常任委員会で進捗状況等を

報告いただいてましたが、事業系のごみについてはふえているという報告であったとい

うふうに思うんです。一般家庭ごみにつきましてはだんだん分別も徹底されてきて、住

民の皆さんにも非常に協力いただいて進んできていると思いますが、この事業系のごみ

についてはどういう状況になっているのか、今後ですね、どのようにこの事業系ごみを

削減していくのかについて町の見解と取り組み状況についてお尋ねしたいと思います。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 事業系ごみのご質問でございますが、事業系のごみ減量

対策につきましては斑鳩町のほうではごみ排出の抜本的な意識改革を図り、ごみ減量化

及び資源化を促進するため事業者に対しましても例外なくごみ減量への取り組みを住民

の皆様とともに实践をしていただいているというふうに認識をしております。事業系一

般廃棄物の排出量につきましては、平成１９年度には約２，０００トンという形でピー
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クを迎え、平成２２年度からの事業用指定ごみ袋制の導入や定期的な展開検査を实施す

るなど、ごみ排出量の削減に向けて取り組んでまいりましたところでございます。  

さらに、事業系一般廃棄物の搬入登録申請時に搬入の手引きの冊子を配布をさせてい

ただきまして、窓口での指定袋購入の際におきましても適切な分別搬入について指導等

を行ってきたところでございます。このことによりまして、平成２６年度には約１，２

６４トンまで事業系一般廃棄物の排出量を削減することができたところでございます。  

また、平成２８年度に实施いたしました事業系可燃ごみの組成分析調査では約９割が

厨芥類でありましたことから、事業者に対し生ごみの分別を依頼するなどさらなるごみ

減量資源化の取り組みを進めてまいってきたところでございます。  

しかしながら、ドラッグストアやコンビニエンスストアの出店が続きましたことによ

りまして、平成２７年度から排出量が再び増加をしておる状況でございます。昨年度に

つきましては平成１９年度よりは減尐しておりますけれども、平成２６年度と比較をい

たしまして増加している状況で１，４７６トンとなっているところでございます。  

なお、今般、食品ロス削減推進法が国会で可決されたところでありまして、町といた

しましても食品ロスの削減に関する施策を策定し实施する責務を有するとともに、事業

者においても食品ロスの削減に積極的に取り組むよう努めるものとなっていますことか

ら、官民一体となった取り組みを行う必要があるというふうに認識をしております。  

今後、町といたしましても、事業者の皆様とともに事業系ごみの減量化、資源化をよ

り一層推進するよう連携を深めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解

を賜りますようよろしくお願いを申しあげます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 事業系ごみの組成調査も行っているということで今、答弁をい

ただきましたけども、今後ですね、事業系ごみ、持ち込みをされるときにその中身に資

源物が入っていないかどうか等のチェックというのはされていくんでしょうか。 

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 事業系の関係につきましても、町でごみの分類の関係等、

決めさせていただいておりますので、そういった内容について守られているかというの

は確認をさせていただきます。それと、今、厨芥類というのが非常に多ございますので、

そういった内容についても引き続き、調査のほうは進めていきたいというふうに考えて

おります。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  
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○１２番（木澤正男君） ピーク時に２，０００トンを超えていたのが今１，４７０くら

いですかね。ということで、分別を進めていただくことで減ってきているという点につ

いては認識をしていますが、それでもやはりですね、可燃物の中に、袋の中に資源物が

混ざっていないかという点についてはやはりチェックをしていかないと分別も進んでい

かないですし、よくですね、袋を有料で購入してるんやから、その中にいろいろ入れる

のはその事業所のほうの勝手やとまでは言いませんけども、そういうふうに言われる方

もいらっしゃいます。ただ、やはりそうしたところもきちっと踏み込んで、町のほうと

して指導を行っていくということが肝心であるというふうに思いますので、その点につ

いては引き続き、お願いをしておきたいと思います。  

この点についてですね、全国的な取り組みを調べてみますと、東京の多摩地域という

んですかね、２５市１町で構成されています東京多摩広域資源循環組合というところが

事業系のごみの削減に成功しているというか、かなり進んだ取り組みをされているとい

うことなので、こちらの取り組みも今、具体的には申しあげませんが、町として参考に

していただきたいというふうに思いますのでお願いをしておきます。  

今後ですね、さらに今、１点目の質問の中で資源化率については短期の目標にちょっ

と届くのが厳しいという状況で、それをどう改善していくのかという点、工夫が求めら

れるというふうに思いますので、この１０年間でやはりごみを燃やさない、埋め立てな

いという目標を達成しようと思うと、非常に厳しいと思いますが、これはやっぱり本気

で取り組みを進めていかないと達成できないと思いますので、今後ですね、私は厚生常

任委員会には所属をしていませんが、その議論も聞かせていただく中で、私としても協

力をしながら、本気で一緒になってやはり目指していきたいというふうに思いますので、

今後ともよろしくお願いいたします。  

そうしましたら３点目の質問は以上で終わらせていただきます。  

次、４つ目の質問ですが、４点目は国民健康保険についてです。  

法律が変わってですね、昨年度から国民健康保険が県卖位化されました。全国的には

保険料(税)の高騰が相次いでいます。全国平均で見ると、国保加入世帯の年間所得は２

０１６年で１３８万円とピークであった１９９１年度から半減をしているという状況で

す。しかしですね、にもかかわらず保険料(税)については上がり続けています。斑鳩町

でも例に漏れず同様にこの間、国保税についてはずっと上がってきました。またですね、

この国保料(税)は他の健康保険、例えば、中小企業の従業員さんが加入されている協会

健保などと比べて２倍近い金額になっており、この高過ぎる国民健康保険税 (料)を引き
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下げるための対策が必要だというふうに考えています。そもそもこの国保税が高騰して

いる最も大きな要因は、国が費用負担を減らし続けているところにあります。以前は、

事務費も含め５０パーセント近い負担を国がしていましたが、それが年々減らされ、今

ではおよそ２５パーセント、かつての半分にまで国の費用負担は減っています。これを

もとに戻すことが高過ぎる国保料 (税)を引き下げるために避けては通れない道だという

ふうに考えます。この点については、全国知事会から国に対し、国庫から１兆円の財政

投入を行うよう求められており、この点については町としても引き続き国に対して声を

上げていっていただきたいというふうに思います。こうした国民健康保険は加入者の平

均所得が低いにもかかわらず保険料 (税)の負担は他の健康保険よりも重くなっており、

医療保険によって負担や給付に大きな格差があるというのは大きな問題だというふうに

思います。さらにですね、国民健康保険には他の保険にはない世帯の人数、家族数が多

いほど負担がふえるという一見平等なように見えて不平等な計算方式となっています。

ですから国保加入世帯では子どもが生まれ家族数がふえると、その分負担がふえるとい

う子育て支援に逆行するシステムがいまだに続いています。現在のような尐子化社会で

は、子どもが生まれれば税負担を軽減したりお祝い金を出したりするなど、国や自治体

が財政的にも援助するということが必要とされているのに、いつまでも制度改正を進め

ようとしない国に対して、こちらも町のほうから声を上げていっていただきたいという

ふうに思います。  

さてですね、こうした制度の矛盾を抱え続けている国民健康保険ですが、国に声を上

げるだけではなくて町として何か対策ができないかというふうに考えています。そうし

たことから質問に挙げさせていただきましたが、まず１点目の国民健康保険税の計算方

式である平等割、均等割の考え方と他の健康保険の保険料 (税)の計算方法の違いについ

てお尋ねをいたします。 

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 国民健康保険税と他の健康保険との違いということでご

ざいます。国民健康保険税につきましては忚能割といたしまして所得割と資産割、そし

て忚益割といたしまして世帯当たりの国保加入者の人数に忚じて係る均等割と加入世帯

ごとに係る平等割の合算により保険税が算定することに対しまして、他の健康保険では

給与等の額に忚じた保険料が課されることとなっているところでございます。  

また、国民健康保険では均等割、平等割といった忚益割について加入されている世帯

の所得の状況に忚じまして７割、５割、２割が軽減されているという措置がございます
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けれども、他の健康保険にはこういった軽減制度というのは設けられていないというと

ころでございます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。 

○１２番（木澤正男君） 忚益ということで平等割、均等割というものが国保にはあると

いうことですが、この平等割と均等割についてはどういうものかというのをちょっとお

尋ねしてもいいですか。 

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 平等割の関係でございますけれども、それぞれ個人に対

して課される金額、それと世帯に対して加算される金額がありますので、それぞれ２種

類、この忚益割についてはあるということでございます。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 保険を活用することについて益を受けるというような考え方か

ら設けられてるのかというふうに思うんですけども、他の健康保険ではこうした考え方

はないんですよね。国民健康保険というのはサラリーマンの皆さん、働いている現役世

代の皆さんは会社の保険等に入りますけども、そうでない方、失業されている方ですと

か自営業の方などが加入されている保険ということで、必然的に所得も低くなると。さ

らにですね、働いている方の保険に健康保険組合に入れない方の受け皿として国民皆保

険制度を支える最後の砦というふうになっているにもかかわらず、こうした計算方法の

違いによって私は平等ではない負担になってるんじゃないかなというふうに考えます。  

先ほども申しあげましたが、全国知事会から国に対して１兆円の財政投入を行うよう

にというのとあわせて、均等割については廃止をするべきではないかということが申し

入れをされているというふうに思います。これに対しては、国のほうはなかなか対忚し

ないということで、この視点については問題があるというふうに考えてますが、国のほ

うの対忚は求めていただくのとあわせてですね、町独自としてこの均等割を軽減してい

くという対策、対忚をすることができないのかなというふうに思っています。  

それで、２つ目の質問になるんですけども、先ほど申しあげましたように子どもが生

まれると負担がふえるという均等割ですね、これを自治体独自の施策として上牧町が軽

減をされています。ことしの４月から０歳から１８歳の子どもがいる国保加入世帯の均

等割額を減免し、子育て世帯の経済的負担軽減を図るという取り組みを行っています。  

こうした近隣自治体の先進的な取り組みに学び、斑鳩町でも子育て支援策として同様

の取り組みができないかと思いますが、町の見解はいかがでしょうか。  
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○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） 国民健康保険の関係の子育て支援策ということでござい

ます。質問者がおっしゃられました団体につきましては、国民健康保険の基金を活用さ

れているというふうに聞かせていただいております。この基金につきましては、過去の

黒字につきましてそういったところに積み立てをされているというところでございます。

その基金を利用して１８歳以下の方の軽減をされているというところでございますけれ

ども、平成３１年度分からの２か年という形での軽減をされるというふうに聞いており

ます。この内容につきまして、斑鳩町でということでございますけれども、先ほどの団

体につきましては黒字団体で健康保険に関係する基金が保有されているということでご

ざいますので、その活用についてということで考えますと、斑鳩町につきましては今現

在、累積赤字を抱えている状況でございますので、その団体と同じような形での实施と

いうのは難しいものというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 確かに斑鳩町、２億５，０００万弱ですかね、累積赤字を抱え

ているので、国保の財政からそれを捻出しようと思うと難しいのかなというふうに思う

んですが、これ、一般会計から繰り入れをして子育て支援策として行っていくという方

法もあると思うんです。それができるかどうかというのはまたわかりませんが、これ、

实際に斑鳩町でやろうとしたらどれくらいの財源が必要になるんでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君） あくまでも概算ということでご理解を賜りたいと思いま

すけれども、おおむね１，２００万円程度の財源が必要になります。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） １，２００万円だと尐なくない金額だというふうに思いますの

で、これを般会計から繰り入れていくということが可能かどうかということにつきまし

てはですね、今後の町政運営の中で、この点については検討していただきたいというふ

うに要望しておきたいと思います。  

冒頭から申しあげてきましたが、国民健康保険の高過ぎる負担を軽減するという一つ

の施策としてですね、子どもが生まれると負担がふえるという均等割についてはなくし

ていくという方向で国に対しても意見を上げていただきたいですし、町としても独自の

施策について検討いただきたいというふうに思いますので、そのことを強く要望いたし

まして今回の私の一般質問は、以上で終わらせていただきます。  
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○議長（坂口徹君） 以上で、１２番、木澤議員の一般質問は終わりました。  

続いて、１３番、奥村議員の一般質問をお受けいたします。  

１３番、奥村議員。  

○１３番（奥村容子君） 議長のお許しをいただき、通告書に従いまして私の一般質問を

させていただきます。  

最初に、登下校見守りボランティアの現状と今後についてでございます。  

大津市の保育園児が、お散歩中に交差点で待機中に事故に巻き込まれ２人の園児が犠

牲になりました。また、川崎市では通学バスを待っていた小学校の６年生の女子児童が

殺傷事件の犠牲になりました。未来ある子どもたちの大切な命が失われたことが残念で

なりません。心からご冥福をお祈りをいたします。  

斑鳩町におきましても、学校安全ボランティアの皆さんが毎日、児童の安全のため見

守り活動を続けてくださっております。心から感謝を申しあげたいと思います。あるボ

ランティアさんは、小学校の１年生は体も小さく大きなランドセルを背負ってバランス

が悪いのか、よくこけたりするのでポケットに絆創膏を入れて対忚できるようにしてい

ますと愛情深く語っておられました。 

しかし、安全ボランティアの皆さんも高齢化をされ、今後の担い手が心配されるとこ

ろでございます。町としてこのことをどのように認識をされ、また安全ボランティアさ

んの担い手の育成・普及について、どのようにお考えかお伺いをいたします。  

○議長（坂口徹君） 藤原教育長。  

○教育長（藤原伸宏君） まず、本町の学校安全ボランティア発足の経緯を申しあげたい

と思います。これにつきましては平成１６年１１月１７日に奈良市で帰宅途中の小学校

１年生の女子児童が殺害・遺棄された事件をきっかけといたしまして、平成１７年度か

ら住民の皆様の自分たちの地域は自分たちで守るという強い意志のもと発足したもので

ございます。６月１日現在で７９名の登録ボランティアの皆様方がそれぞれの地域で活

動をいただいております。またですね、登録ボランティアのほかにも民生児童委員や各

地域の自治会、自主防犯会、老人クラブなどの各種団体や個人など多くの方に自主的に

ボランティアにご参加をいただいているところでもございます。そういった皆様のご支

援につきましては、大変ありがたく感謝をさせていただいているところでございます。  

子どもたちの登下校を見守る学校安全ボランティアにつきましては、全国的に高齢化

が進む中で、新たな担い手がいないなどの次世代への継承が難しくなりつつあるという

ふうに言われておりまして、本町におきましても高齢化の進行や６０歳代の方の就労の
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増加など、そういったことを考えますと、今後その活性化が課題であるというふうに考

えているところでもございます。まず、その人材を確保していくことにつきましては、

その必要性や興味、関心を抱いていただくことがまず肝要であるというふうに考えてお

ります。また一方で、ボランティア活動は自主的、自発的に行われる活動でありますこ

とから、一律にボランティアに参加する人をふやしていくということについては難しい

一面もございますけれども、例えば、買い物や散歩、通勤途上等の日常生活を通じて子

どもの安全を見守る、いわゆるながら見守りなど、できる範囲の中で子どもを見守る、

人の目をふやしていくことも地域の安全安心に貢献するものであるというふうに考えて

いるところでもございます。このことから、幅広い世代や関係団体に広報紙やホームペ

ージ等、さまざまな機会を捉えて呼びかけを行ってまいりたいと考えております。  

次に、学校安全ボランティアへの活動を支援する取り組みでございますけれども、非

視認性を高める防犯ベストや誘導旗の配布のほかボランティア活動保険の加入費用の負

担も行っているというところでございます。  

一方、防犯対策のハード面では町において通学路を中心に防犯カメラの設置を進めて

いるところでございます。防犯カメラには事故や事件の早期解決手段のほか防犯抑止効

果が期待されているところでもございます。なお、昨年度まで１４台を設置いたしまし

たけれども、地域の安全安心を守る取り組みをさらに充实するため現在、６台の増設を

行っているところでもございます。さらに、本年度からは自治会を対象に防犯カメラ設

置に対する補助制度を創設いたしました。地域で防犯カメラを設置することが地域ぐる

みでの安全安心を守る意識の醸成にもつながることも期待されているというところでご

ざいます。なお、先ほども申しあげましたけれども、学校安全ボランティアの高齢化は

全国的な課題でございます。先進地の事例等も十分、調査研究してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。  

○議長（坂口徹君） １３番、奥村議員。  

○１３番（奥村容子君） ありがとうございます。今のご答弁の中にもありましたように

子どもたちの登下校時間に合わせて自発的に日常生活を通じて子どもたちを見守ってい

く人の目をより多くしていくことが大事と思われます。また、それとともに見守りボラ

ンティア活動の普及、促進とともに町としてもより多くの住民の皆様に知っていただけ

ますように周知に努めていただきますようによろしくお願いを申しあげます。 

次に、高齢社会での期日前投票のあり方について質問させていただきます。  

斑鳩町の６５歳以上の高齢化率は全人口の３割以上となりました。高齢化が進む中で、
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自分も国民の権利として投票に行きたいと思っておられても、年齢とともに体力的に投

票所に行くことが困難な方や、また山間地域にお住まいで車などの移動手段を持たない

方などに対して町としてどのような方策をしておられるか、お伺いをいたします。  

○議長（坂口徹君） 仲村選挙管理委員会書記。 

○選挙管理委員会書記（仲村佳真君） 選挙時における移動支援に関するご質問でござい

ますが、投票に行かれる際、自家用車が使用できないなどの理由で期日前投票所または

投票日当日の各１３か所の投票所までの移動が困難な方が利用できる公共交通手段とい

たしましては、奈良交通の路線バス及び民間タクシーのほか、本町ではコミュニティバ

スの運行や社会福祉協議会による生き生き号の運行を行っているところであります。  

また、本年度からは高齢者優待券交付事業を拡充し、町内在住の７０歳以上の方を対

象にタクシーの初乗り運賃相当額として利用できる外出支援タクシー助成券の交付を１

年度につき７枚交付する事業を開始したところでございます。  

さらに、障害者や要介護者の方に対する選挙時における本町独自の移動支援事業とい

たしまして、斑鳩町重度心身障害者福祉タクシーの利用者や要介護の認定を受けている

人を対象といたしまして、自宅等から投票所間の移動に要する費用の一部を補助する事

業を实施しているところでございます。外出支援タクシー助成券や選挙時における移動

支援事業におけるタクシー利用に関しましては、ご家族の方や近所にお住まいの方など

で乗り合わせて利用していただくことも可能となっております。  

本町といたしましては、移動が困難な方などが投票の権利を円滑に行使していただく

ことができるよう、今後におきましても投票環境の整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。  

○議長（坂口徹君） １３番、奥村議員。  

○１３番（奥村容子君） ありがとうございます。今後、ますます高齢化の進展とともに

自動車の運転免許の返納をされる方などがふえ、移動手段を持たない高齢者の方がふえ

てまいります。高齢になっても投票に参加したいというご要望にお忚えできるように、

町としても環境を整えていただきますようによろしくお願いをいたします。  

最後に、聖徳太子１４００年御遠忌についてお伺いをいたします。６月の１日、東京

オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、聖火リレーの实施概要を発表い

たしました。来年３月２６日から７月２４日、福島県を起点にゴール地点の東京都まで

全国をめぐる中で、奈良県内には４月の１２日から１３日にわたり聖火リレーが行われ

ることになりました。五条市を振り出しに奈良市まで県内の１９の市町村をめぐります。
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私たちの斑鳩町には１３日に聖火リレーが予定をされております。  

聖徳太子１４００年御遠忌を２０２１年に控え、世界遺産法隆寺がある斑鳩町で聖火

リレーが行われることは町民の皆様お一人ひとりにとりまして大きな誇りであり、忘れ

得ぬ思い出となることと思います。  

そこでお聞きいたします。２０２１年の聖徳太子１４００年御遠忌に向けまして、町

としての取り組みについてお伺いをいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 男君） 斑鳩町としての取り組みについてのご質問でございますが、

本町におきましては聖徳太子没後１４００年を迎える２０２１年、令和３年に向けて住

民や奈良県、周辺自治体、民間団体等の連携により「聖徳太子のまち・斑鳩」をアピー

ルし、聖徳太子と和を感じるまちづくりを進めるため、平成２９年度に「斑鳩・聖徳太

子和く和くプラン」を策定し、さまざまな取り組みを進めているところでございます。   

その取り組みについてでございますが、平成３０年度では、企業版ふるさと納税を活

用して購入した町有地と隣接する法隆寺観光自動車駐車場と合わせた町有地で、まちあ

るき拠点となるマルシェ・宿泊施設等の事業者誘致事業を募集、優先交渉権者を決定し、

平成３０年１２月１２日に株式会社呉竹荘と基本協定を締結し、いかるがの里の魅力を

再発見できる仕組みづくりを進めているところでございます。  

また、新たな観光産業を発展させるため斑鳩ブランド創造協議会による「斑鳩ブラン

ド２０１９」の認定、世界文化遺産連携会議・斑鳩プロジェクトチームによる世界文化

遺産と聖徳太子にスポットを当てたＰＲとして斑鳩町観光協会、官学連携校、民間団体

等と連携してそれぞれの特性を生かし訪日外国人観光実をターゲットとした巻物型の観

光パンフレット、英語版ホームページ、斑鳩の新しいガイドブックとしての聖徳太子え

ほんの作成や東京での連続講座を開催するとともに、聖徳太子ゆかりのまちと連携した

聖徳太子の里ツーデーウォークの開催などさまざまな取り組みに努めております。さら

に、聖徳太子１４００年御遠忌を住民の皆様にも知ってもらい、聖徳太子がお住まいに

なった斑鳩の地に住むことに誇りと愛着を深めていただくことを目的として、法隆寺参

道にあかりを灯し、聖徳太子をしのぶ「和のあかりプロジェクト」を平成３０年度から

３か年事業として取り組み、その１年目として平成３１年２月２２日、２３日に实施し

たところでございます。 

○議長（坂口徹君） １３番、奥村議員。  

○１３番（奥村容子君） ありがとうございます。町としてさまざまにお取り組みをして
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いただいているようでございます。この斑鳩の町は日本人の心のふるさとともいえるこ

の斑鳩の里で聖徳太子１４００年御遠忌を迎える２０２１年に向けて、住民参加でみん

なで一体感を醸成していくような事業を实施していくお考えはありますでしょうか、お

伺いをいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 住民参加で一体感を醸成する事業实施につきましてのご質問

でございますが、本町におきましては先ほども申しあげましたように聖徳太子１４００

年御遠忌を聖徳太子のまち・斑鳩町を町内外にアピールし、本町の観光産業の発展の機

会として、また住民皆さんに斑鳩町への誇りと愛着を深める機会として捉え、聖徳太子

と和を感じるまちづくりを進めてまいる所存でございます。  

特に、平成３０年度の和のあかりプロジェクトにつきましては、住民の皆さんの参加

を促すため、３か年事業の１年目として町内の小・中学校、幼稚園、保育園にもご協力

をいただき实施させていただいたところでございます。今年度は協働のまちづくり活動

提案事業として、住民団体と町の協働により实施し、聖徳太子の和の心に思いをはせる

町内一斉ムーブメントとして住民の皆さんや各種団体等にご参加いただける仕組みづく

りを進めてまいります。また、そのほかの聖徳太子１４００年御遠忌事業におきまして

も、住民、住民団体、民間事業者との協働、さらには官学連携校や奈良県等による連携

による事業展開を図ってまいりたいと考えております。  

○議長（坂口徹君） １３番、奥村議員。  

○１３番（奥村容子君） ありがとうございます。聖徳太子１４００年御遠忌を迎える２

０２１年までに国内ではラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック

と大きな行事が開催をされ、国の内外から斑鳩町にもたくさんの観光実が訪れることも

予想されております。斑鳩町を国の内外の人に大きく知っていただき、住民の皆様にも

喜んで参加していただくことができる取り組みをよろしくお願いをいたします。  

以上で、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） 以上で、１３番、奥村議員の一般質問は終わりました。  

続いて、８番、井上議員の一般質問をお受けいたします。  

８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） 議長のお許しをいただきましたので、通告書に基づいて私の一般

質問をさせていただきます。  

斑鳩町での災害時、水害時の避難所についてであります。平成２９年１０月に発生し
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ました台風２１号は奈良県内に多くの被害をもたらし、斑鳩町においても幸い人的被害

は生じなかったものの浸水被害が発生するなど多大な影響がありました。これからも大

雤の発生が懸念される時期を迎え、それに備えるためにもこの台風２１号に発生したさ

まざまな問題を踏まえ、避難所に関する町の考えをお伺いいたします。  

１つ目、初めに平成２９年度の台風２１号での避難状況についてお伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 平成２９年の台風２１号での避難状況につきましてのご質問

でございますが、一昨年、平成２９年１０月に発生した台風２１号は超大型の勢力のま

ま日本列島に上陸し、台風を取り巻く雤雲や本州付近に停滞した前線の影響により近畿

地方や東海地方を中心に５００ミリを超える記録的な大雤となり、各地で大きな被害が

発生いたしました。本町におきましても、本町設置の雤量計のデータによりますと降り

始めからの雤量は２２５ミリに達したところでございます。  

この台風２１号による避難の状況でございますが、土砂災害警戒情報の発令に伴う土

砂災害特別警戒区域及び同警戒区域を対象とした避難準備・高齢者等避難開始の発令、

また大和川の水位の上昇に伴い浸水する可能性のある目安や神单など１１地区を対象と

した避難勧告の発令を行ったところでございます。これらの避難に関する情報の発令に

伴い、中央公民館、斑鳩小学校、中央体育館、西公民館の４か所の避難所を順次開設い

たしましたところ、中央公民館で１１３世帯２９８人、斑鳩小学校で１１世帯２４人、

中央体育館で５６世帯１５３人、西公民館で２世帯６人の合計１８２世帯４８１人の方

が避難されたところでございます。  

○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございます。平成２９年の台風２１号での避難状況に

ついてはわかりました。またその中で、今、説明がありました避難所が中央公民館に集

中したことの要因はどのように考えておられますか、お答えください。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 避難者の方が中央公民館に集中したことにつきましては、土

砂災害警戒情報や大和川の水位の上昇に伴う避難情報発令の前の午前１１時には中央公

民館を避難所として開設し、その後、避難情報の発令に忚じて午後６時３０分に斑鳩小

学校、午後８時３５分に中央体育館、西公民館を避難所として順次開設した中で最初に

開設した中央公民館に避難者の方が集中したというのではないかと考えているところで

ございます。  
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○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございます。その集中した要因とするのは開設時間に

よって起こったことだと認識しました。  

それでは次の質問に移させていただきます。駐車場等の状況についてであります。中

央公民館への避難者が多く、敷地内の駐車場に車が駐車できない状況であったことを確

認していますが、このことに対して今後の町の対忚についてお伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 中央公民館における駐車場の状況等につきましてのご質問で

ございます。台風２１号における避難に関する情報の発令状況につきましては、土砂災

害警戒情報の発令に伴い午後４時２０分に土砂災害警戒区域内等に居住されている方を

対象に避難準備・高齢者等避難開始を発令いたしました。その後、大和川の水位の上昇

に伴い浸水想定区域に居住されている方を対象に午後６時２０分に避難準備・高齢者等

避難開始を、午後８時３０分には避難勧告を発令したところでございます。  

こうした中で、これまでも避難に際しましては渋滞や交通事故等が発生するおそれが

あること、また避難所においては駐車スペースにも限界があることから、できる限り自

家用車以外での移動について周知しているところでございますが、早くから避難所とし

て開設していた中央公民館におきましては避難者が集中するとともに避難の発令の時間

が夕方から夜間にかけて外が暗く歩いて避難することが困難であったことから、多くの

方が自家用車で避難され、中央公民館の敷地内に駐車しきれなかった車両が法隆寺線に

多く駐車されていた状況につきましては、町におきましても認識しているところでござ

います。  

こうした状況を踏まえまして、本町では昨年度からは台風の場合、町への接近が予想

される場合などにおきましては早期に自主避難していただけるよう中央公民館、西公民

館、中央体育館、斑鳩小学校、斑鳩東小学校、法隆寺国際高等学校の６か所の避難所を

同時に開設し、早目からの避難が必要であることを呼びかけますとともに、町の指定避

難所への避難者の分散化も図っているところでございます。  

○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございます。平成２９年の台風２１号の避難勧告が発

令してから駐車場などの状況を把握したことから、平成３０年度からは避難所を４か所

から６か所にふやし、また、避難所を同時に開設することにより早目の時間からの避難

が必要であることを呼びかけていただき、指定避難場所への避難者の分散化を図ったと
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いうことで、その件に関しては理解させていただきました。  

それでは、次の質問に移らせていただきます。避難所への移動について。避難所への

移動は原則、自家用車以外の手段で避難するという趣旨は理解できますが、町の单部地

域から中央公民館までの指定避難所までの距離があり、高齢者の方など避難することが

難しいと思いますが、町の指定避難所だけでなく自治会の集会所を避難所として使用す

ることも想定できると思いますが、町としてはどのように対忚をお考えしているか、お

伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 避難所への移動と自治会集会所を避難所として使用すること

につきましてのご質問でございますが、自宅から指定避難所までの距離が遠く徒歩での

避難が難しいというご意見は町もお聞きしてるところでございます。こうしたことから、

あらかじめ台風の接近が予想され自主避難所の開設にあわせ、高齢者等のみの世帯の方

など避難所までの移動が難しい方につきましては、それらの方々の要請に基づきまして、

町職員において対忚できる範囲内で自宅から避難所までの送迎を实施しているところで

ございます。  

また、町の指定避難所へ避難いただくことが難しい場合、ハザードマップなどでその

地域の災害に対する安全性を認識していただいた上で、自治会の集会所等を一時的な避

難所として避難いただくことは可能であると考えておりますので、災害の発生が懸念さ

れる場合、また、災害が発生した場合に、災害の種類の忚じまして、どこに避難すれば

よいのかということについて、あらかじめご家庭や自治会、自主防災組織等で取り決め

していただき、災害に備えていただくことが重要であると考えております。  

○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございました。避難所までの距離が遠く徒歩での避難

が難しいという意見は私もよく耳にしました。高齢者のみの世帯のほか小さいお子様連

れの家庭や要介護が必要な方、徒歩での避難が困難な方がかなりおられます。その方々

が緊急事態に避難しやすい場所の早期避難所等の開設等検討を力強く要望いたしまして、

次の質問に移らせていただきます。  

避難所運営マニュアルについてでございます。地元の自治会の集会所等を一時避難所

として利用する際に、町の避難所運営マニュアルを活用すればよいと考えているが、そ

れらの周知としてはどのように考えておられますか。  

また、今後、避難所生活が長期化する場合については、高齢化等、配慮が必要な方に
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ついてはどのように考えておられるかもあわせてお伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 総務部長。  

○総務部長（ 君） 避難所運営マニュアルの周知と避難生活が長期化する場合の

高齢者等の配慮が必要な方への対忚につきましてのご質問でございますが、避難所運営

マニュアルにつきましては一定の基準を定めることによりスムーズに避難所の運営を行

っていくことができるよう策定しているものであり、現在、斑鳩町では奈良県避難所運

営マニュアルに準じて運営を行っていくこととなっております。大規模災害では、行政

におきましても人員の限りがありますことから、避難所運営におきましては住民の皆様

にお願いすることもございます。その場合には、自治会や自主防犯組織の方には避難所

運営の中心となっていただくことも想定しているところでございます。  

また、地元の自治会の集会所等を一時避難所として利用する場合におきましても、町

の指定避難所と同様に一時避難所としての運営の方法も避難所運営マニュアルを活用し

ていただくことも可能であると考えておりますので、町の防災出前講座などを通じてそ

の周知を図ってまいりたいと考えております。また、避難生活が長期化する場合におき

まして、一般の避難所では避難生活が難しい要介護者等の配慮が必要な方につきまして

は、バリアフリーなど環境が整っている福祉避難所に移動していただくことになります。

これまで斑鳩町内における福祉避難所は生き生きプラザ斑鳩の１か所のみでございまし

たが、本年の３月２０日には災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を

２つの民間福祉施設と締結し町内の福祉避難所は３か所となり、要配慮者の方などへの

避難所での対忚の充实が見込めるものと考えております。今後におきましても災害に対

して避難者が安心して避難できる体制の整備に取り組んでまいりたいと考えております。  

○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございました。避難所生活が長期化する場合において

は、要配慮者の方などへの避難所での対忚は充实を見込めるものと考えていると、町の

ほうはお答えくださいました。今後、斑鳩町としても長期避難生活を余儀なくされる方

に対しましても、十分な配慮も考えていただきまして、斑鳩町としての災害・水害等の

避難所についての一般質問を終わらせていただきます。  

次の質問に移らせていただきます。平成３１年４月にいかるがパークウェイで起きた

死亡事故についてであります。以前から近隣自治会からも出ている信号機設置について、

斑鳩町はどのように考えているのかということであります。死亡事故が発生した中、今

後、町としましてより強力に要望等の対忚を行う必要があるのではないかと考えますが、
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町のお考えをお伺いいたします。  

○議長（坂口徹君） 植村都市建設部長。 

○都市建設部長（植村俊彦君） 平成３１年４月に死亡事故が発生をいたしました、いか

るがパークウェイと町道４０５号線の交差点、小吉田１丁目でございますが、ここにお

きましては、いかるがパークウェイ稲葉車瀬区間の供用延伸時にも数件の交通事故が発

生している箇所でございます。このことから、町といたしましても近隣自治会からの交

通安全対策を求める声も聞かせていただく中で、延伸当時から現在まで毎年、奈良県公

安委員会に対しまして信号機設置についての要望書を提出させていただいているところ

でございますが、しかし、昨年６月の要望に係るヒアリングの際におきましても、周辺

の信号機設置の状況などから、現状では設置が難しいとの見解が示されているところで

ございます。しかしながら、議員もおっしゃいましたように先般、平成３１年４月に死

亡事故が発生をいたしました。また、都市計画道路法隆寺線の国道２５号への接続や、

今後いかるがパークウェイの整備が進捗する中で、交通の転換が見込まれる状況になっ

てきているところでございます。  

町といたしましては、このような状況も踏まえる中で、当該死亡事故の状況等も含め

て現場確認等をしていただいております西和警察署とも協議・連携をいたしまして、今

後におきましても奈良県公安委員会に対しまして、信号機等の交通安全施設設置につい

て、より強く要望を行ってまいりたいと考えている所存でございます。  

○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） ありがとうございます。信号機の設置要望については、今後も引

き続いてより強く要望していただくことは理解してきましたが、信号機の設置以外にも

安全対策が可能ではないかと考えます。また、町としまして、できること、安全対策の

対忚について、どのように考えておられるか、お聞かせください。  

○議長（坂口徹君） 植村都市建設部長。  

○都市建設部長（植村俊彦君） 信号機の設置につきましては先ほどご答弁をさせていた

だきましたとおり今後も強く要望をしてまいりたいと考えておりますが、これとあわせ

まして、信号機の設置に限らず、その他の安全対策につきましても、奈良国道事務所や

関係機関等と相談・協議を行うとともに、町といたしまして、町道側における交通安全

施設の設置など安全対策を検討してまいりたいと考えております。  

総合的な観点から当該交差点、さらにはいかるがパークウェイ供用区間全体の交通事

故防止あるいは通行の安全確保に努めてまいりたいと考えております。  
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○議長（坂口徹君） ８番、井上議員。  

○８番（井上卓也君） わかりました。信号機の設置要望については、今後もより強く要

望していただきたいと思います。今すぐにでも設置ということも難しい中、それまでの

間、安全対策としましても信号機設置に限らず、こだわらず、路面標示、標識等そのほ

かの安全対策についてもご協議をいただき、また町としてできる安全対策についても十

分検討いただき、対忚をお願いしたいと思っております。  

この件につきましては、本議会で陳情書も提出されており、建設水道常任委員会に付

託されておりますことから、その場でまた議論をさせていただきたいと思います。  

これをもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） 以上で、８番、井上議員の一般質問は終わりました。  

これをもって、本日の一般質問は終了いたしました。  

明日は、午前９時から一般質問をお受けいたしますので、定刻にご参集をお願いいた

します。  

本日は、これをもって散会いたします。どうもお疲れさまでございました。  

（午前１１時３５分 散会） 

 


